
整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

1
三
重
県

区第1501号 有限会社丸
久水産

516-
1309

三重県度会
郡南伊勢町
東宮2647-
77

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ養殖業
（小割り式）

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
度会郡南伊勢町宿浦地先
漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　　基点1　南伊勢町宿浦ひらせやいの鼻
　　　ア  1から272度00分530メートルの点
　　　イ  1から242度30分745メートルの点
　　　ウ　1から250度30分865メートルの点
　　　エ　1から276度20分690メートルの点

１　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が15,237平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　　形状：円形、規格：直径60メートル、台数：４台
　　形状：円形、規格：直径50メートル、台数：２台
　　なお、人工種苗と天然種苗を同一の生け簀で養殖してはならない。
２　夜間標識を設置しなければならない。
３　くろまぐろ以外の魚類を養殖してはならない。

平成30年
11月29日

平成31年
1月1日

～ 令和5年
12月31日

（有）丸久水産 〒516-1309

三重県度会郡南
伊勢町東宮
2647-77

平成30年
11月29日
漁業権一斉
切替え

三重海区漁
業調整委員
会指示により
１年当たりの
天然種苗の
活込み尾数
を16,000尾に
制限

2

区第1502号 三重外湾漁
業協同組合

516-
1308

三重県度会
郡南伊勢町
奈屋浦3

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ養殖業
（小割り式）

１月１日
～
12月31日

平成30年
11月29日

平成31年
1月1日

～ 令和5年
12月31日

清洋水産（株） 〒516-1308

三重県度会郡南
伊勢町奈屋浦20

（有）丸久水産 〒516-1309

三重県度会郡南
伊勢町東宮
2647-77

3
三
重
県

区第1503号 株式会社ブ
ルーフィン
三重

516-
1421

三重県度会
郡南伊勢町
河内字奈津
乙109-6

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ養殖業
（小割り式）

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
度会郡南伊勢町神前浦地先
漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　　基点１　度会郡南伊勢町神前浦丸山切戸の標柱
　　基点２　度会郡南伊勢町神前浦定の鼻小浜島頂上
　　　ア　１から163度20分790メートルの点
　　　イ　１から145度20分770メートルの点
　　　ウ　２から 25度00分750メートルの点
　　　エ　２から 10度20分570メートルの点

１　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が35,343平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　　形状：円形、規格：直径50メートル、台数：18台
　　なお、人工種苗と天然種苗を同一の生け簀で養殖してはならない。
２　夜間標識を設置しなければならない。
３　くろまぐろ以外の魚類を養殖してはならない。

平成30年
11月29日

平成31年
1月1日

～ 令和5年
12月31日

（株）ブルーフィ
ン三重

〒516-1421

三重県度会郡南
伊勢町河内字奈
津乙109-6

平成30年
11月29日
漁業権一斉
切替え

三重海区漁
業調整委員
会指示により
１年当たりの
天然種苗の
活込み尾数
を30,000尾に
制限

4
三
重
県

区第1504号 熊野漁業協
同組合

519-
4205

三重県熊野
市遊木町
338-2

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ養殖業
（小割り式）

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
熊野市甫母町地先
漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　基点１　二木島里町防波堤先端
　　　ア　１から72度10分  675メートルの点
　　　イ　１から80度08分1,185メートルの点
　　　ウ　１から95度15分1,175メートルの点
　　　エ　１から99度30分  640メートルの点

１　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が43,808平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　　また、生け簀総面積のうち5,408平方メートル分（形状：長方形、規格：52メートル×26メー
トル、台数：４台）については、用いられる養殖用種苗は人工種苗でなくてはならない。
　　形状：長方形、規格：80メートル×48メートル、台数：10台、面積：38,400平方メートル
　　形状：長方形、規格：52メートル×26メートル、台数： ４台、面積：  5,408平方メートル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総面積：43,808平方メートル）
　　なお、人工種苗と天然種苗を同一の生け簀で養殖してはならない。
２　夜間標識を設置しなければならない。
３　くろまぐろ以外の魚類を養殖してはならない。

平成30年
11月29日

平成31年
1月1日

～ 令和5年
12月31日

株式会社マルハ
ニチロMarine

〒649-3503

和歌山県東牟婁
郡串本町串本
1557番地の33

平成30年
11月29日
漁業権一斉
切替え

5
三
重
県

区第1505号 熊野漁業協
同組合

519-
4205

三重県熊野
市遊木町
338-2

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ養殖業
（小割り式）

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
熊野市甫母町地先
漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　　基点１　二木島里町防波堤先端
　　　ア　１から 63度00分265メートルの点
　　　イ　１から 77度40分550メートルの点
　　　ウ　１から101度00分545メートルの点
　　　エ　１から 113度50分260メートルの点

１　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が10,816平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　　形状：長方形、規格：52メートル×26メートル、台数：８台
　　なお、人工種苗と天然種苗を同一の生け簀で養殖してはならない。
２　夜間標識を設置しなければならない。
３　くろまぐろ以外の魚類を養殖してはならない。

平成30年
11月29日

平成31年
1月1日

～ 令和5年
12月31日

株式会社マルハ
ニチロMarine

〒649-3503

和歌山県東牟婁
郡串本町串本
1557番地の33

平成30年
11月29日
漁業権一斉
切替え

三
重
県

１　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が19,164平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　 （漁場区域１）
　　形状：円形、規格：直径50メートル、台数：４台
　　(漁場区域２)
　　形状：円形、規格：直径60メートル、台数：４台
　　なお、人工種苗と天然種苗を同一の生け簀で養殖してはならない。
２　夜間標識を設置しなければならない。
３　くろまぐろ以外の魚類を養殖してはならない。

漁場の位置
度会郡南伊勢町奈屋浦地先
漁場区域
（漁場区域１）
　次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町道行竈あしかの鼻
　　基点２　南伊勢町道行竈にごり場
      ア  １から246度00分200メートルの点
      イ  ２から290度30分165メートルの点
　　　ウ　２から280度30分315メートルの点
　　　エ　１から257度00分355メートルの点
（漁場区域２）
　次のオ、カ、キ、ク、ケ、オの各点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　　基点２　南伊勢町道行竈にごり場
      オ  ２から256度00分520メートルの点
      カ  ２から227度00分770メートルの点
　　　キ　２から233度00分835メートルの点
　　　ク　２から238度00分840メートルの点
　　　ケ　２から261度30分670メートルの点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

平成30年
11月29日
漁業権一斉
切替え

（漁場区域
２）
三重海区漁
業調整委員
会指示により
１年当たりの
天然種苗の
活込み尾数
を8,000尾に
制限



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

6
京
都
府

京区第38号 京都府漁業
協同組合

624-
0914

京都府舞鶴
市字下安久
1013-1

第１種区画
漁業くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
与謝郡伊根町字亀島の地先
漁場の区域
次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
ア　北緯35度39分48.9秒　東経135度17分 6.2秒
イ　　　　　〃　　　 42.6秒　　　　　　 〃　　　 9.4秒
ウ　　　　　〃　　　 40.3秒　東経135度16分59.2秒
エ　　　　　〃　　　 46.6秒　　　　　　 〃　　　56.0秒

京区第38号については、漁場の区域に設置する養殖施設は、以下の規模を超えてはならな
い。ただし、生け簀の総面積が5,976平方メートルを超えない範囲で、生け簀の形状、規格及
び台数を変更することは差し支えない。
　形状：円形
　規格：直径４０メートル
　台数：３台

　形状：八角形
　規格：縦４８メートル×横４６メートル
　台数：１台

平成31年
1月1日

平成31年
1月1日

～ 令和5年
12月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139-2

平成31年
1月1日
漁業権一斉
切替え

7

和歌山東漁
業協同組合

649-
3503

和歌山県東
牟婁郡串本
町串本1884
番地

第一種区画
漁業、くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

丸八水産有限
会社

〒649-3633

和歌山県東牟婁
郡串本町大島
1794-30

双日ツナファー
ム鷹島株式会
社

〒859-4301

長崎県松浦市鷹
島町阿翁浦免
824番地1

株式会社アーマ
リン近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

株式会社マルハ
ニチロMarine

〒649-3503

和歌山県東牟婁
郡串本町串本
1557番地の33

8

和歌山東漁
業協同組合

649-
3503

丸八水産有限
会社

〒649-3633

和歌山県東牟婁
郡串本町大島
1794-30

株式会社マルハ
ニチロMarine

〒649-3503

和歌山県東牟婁
郡串本町串本
1557番地の33

和
歌
山
県

和区
第801号

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

令和10年
８月31日

～令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模を
超えてはならない。ただし、生簀の総面積が４２,２０８平方メートルを超えない範囲内で、生
簀の形状、規格、又は台数を変更することは差し支えない。
　形状：円形
　規格：直径３０ｍ
　台数：１１台

　形状：円形
　規格：直径２７ｍ
　台数：５台

　形状：円形
　規格：直径２０ｍ
　台数：８０台

　形状：円形
　規格：直径１８ｍ
　台数：５台

　形状：円形
　規格：直径１７ｍ
　台数：１台

　形状：円形
　規格：直径１５.７ｍ
　台数：５台

  形状：正六角形
　規格：１辺１６ｍ
　台数：６台

漁場の位置
東牟婁郡串本町串本、大島地先

漁場の区域
１．次のア、イ、基点第２７０号、ウ、基点第２７２号及びエの各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点第２７０号  東牟婁郡串本町、ケーソンヤード北端角に設置した標識
基点第２７２号　東牟婁郡串本町、串本港南防波堤突端から南に１５０ｍの点の防波堤上に設
置した標識
ア  串本浅海漁場防波堤と苗我島最大高潮時海岸線との交点
イ  串本浅海漁場防波堤とケーソンヤード岸壁との交点
ウ  基点第２７０号から３２０°－３０′の方位線と防波堤との交点
エ  基点第２７２号と苗我島山頂を結んだ線と、苗我島最大高潮時海岸線との交点

２．次のア、イ、ウ、串本港北防波堤護岸、基点第２７７号及びアの各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第２７３号  東牟婁郡串本町、串本新港南防波堤灯台基部に設置した標識
基点第２７７号　東牟婁郡串本町、串本港北防波堤灯台基部に設置した標識
ア  基点第２７３号から１１８°－２１′５４０ｍの点
イ  基点第２７３号から２００°－４１′７５ｍの点
ウ  串本町役場前埋立護岸延長線と串本港北防波堤護岸との交点 

３．次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第２９２号  東牟婁郡串本町大島、エビスの鼻北西端角に設置した標識
ア  基点第２９２号から３５６°－４０′１３０ｍの点
イ  基点第２９２号から３２６°－３０′１６０ｍの点
ウ  基点第２９２号から２４１°－００′１０５ｍの点
エ  基点第２９２号から１９２°－００′５０ｍの点

４．次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第２９１号  東牟婁郡串本町大島２１７番地の１の護岸西端角に設置した標識
ア  基点第２９１号から１４°－１０′４５ｍの点
イ  基点第２９１号から３°－１０′１０５ｍの点
ウ  基点第２９１号から３２７°－００′１１６ｍの点
エ  基点第２９１号から３０２°－００′７０ｍの点

５．次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第２９０号  東牟婁郡串本町大島、水谷、通称海軍桟橋基部に設置した標識
ア  基点第２９０号から３２８°－３０′２８０ｍの点
イ  基点第２９０号から３１４°－３０′３４８ｍの点
ウ  基点第２９０号から２２７°－１９′２９７ｍの点
エ  基点第２９０号から２２３°－３０′１７８ｍの点

６．次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ線と大水崎埋立地護岸によって囲まれた区域
基点第２７３号  東牟婁郡串本町、串本新港南防波堤灯台基部に設置した標識
ア  基点第２７３号から２１°－５７′７５ｍの点
イ  基点第２７３号から１０３°－１０′５７０ｍの点
ウ  基点第２７３号から８２°－４９′６９５ｍの点
エ  基点第２７３号から３１°－２８′４３７ｍの点

１．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生簀の総面積が１１１，４４４．５平方メートルを超えない範囲内
で、生簀の形状、規格、又は台数を変更することは差し支えない。

　　形状：円形　
　　規格：直径３０ｍ
　　台数：６９台

　　形状：円形
　　規格：直径２０ｍ
　　台数：４台

　　形状：長方形
　　規格：８０ｍ×４８ｍ
　　台数：１６台

２．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗の活
込尾数は、９，３００尾を超えてはならない。

３．１の生簀の総面積のうち、２，８２６平方メートル（形状：円形、規格：直径３０ｍ、台数：４
台）で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

漁場の位置
東牟婁郡串本町須江地先
漁場の区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第２６９号  東牟婁郡串本町出雲、出雲崎突端に設置した標識
基点第２８９号  東牟婁郡串本町須江、本網代の突端に設置した標識
ア  基点第２６９号から６３°－１０′１，１７１ｍの点
イ  基点第２６９号から１１°－５１′１，７５３ｍの点
ウ  基点第２６９号から４３°－３１′２，３４２ｍの点
エ  基点第２８９号から３１１°－０９′４２０ｍの点
オ  基点第２８９号から３５０°－０２′１８８ｍの点
カ  基点第２８９号から３５６°－３０′１３３ｍの点
キ  基点第２８９号から３３°－３０′７６ｍの点
ク  基点第２８９号から２５１°－０６′５８ｍの点
ケ  基点第２６９号から６１°－３８′２，５５７ｍの点

令和10年
８月31日

令和５年
９月１日

～令和５年
９月１日

和
歌
山
県

和区
第802号

和歌山県東
牟婁郡串本
町串本1884
番地

第一種区画
漁業、くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

9

和
歌
山
県

和区
第803号

和歌山南漁
業協同組合

646-
0054

和歌山県田
辺市江川43
番35号

第一種区画
漁業、くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
西牟婁郡白浜町古賀浦地先

漁場の区域
次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線とオ、カ、キ、ク及びオの各点を順次に結ん
だ線によってそれぞれ囲まれた区域
基点第２２８号  西牟婁郡白浜町、阪田北東護岸角に設置した標識
基点第２２９号　西牟婁郡白浜町、大蛇島に設置した標識
ア  基点第２２８号から１２５°－０６′１０５ｍの点
イ  基点第２２８号から１４１°－４５′２７０ｍの点
ウ  基点第２２８号から１５２°－３８′２７０ｍの点
エ  基点第２２８号から１５２°－３８′９０ｍの点
オ　基点第２２９号から６３°－３０′２３０ｍの点
カ　基点第２２９号から８１°－００′２８８ｍの点
キ　基点第２２９号から１６３°－３０′２５０ｍの点
ク　基点第２２９号から１８２°－３０′１８０ｍの点

１．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生簀の総面積が２，８８０平方メートルを超えない範囲内で、生
簀の形状、規格、又は台数を変更することは差し支えない。

　　形状：正方形
　　規格：１２ｍ×１２ｍ
　　台数：２０台

２．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

株式会社アーマ
リン近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

10

11
島
根
県

区第321号 漁業協同組
合ＪＦしま
ね

690-
0007

島根県松江
市御手船場
町575番地

第一種区画
漁業　くろ
まぐろ小割
り式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
　隠岐郡西ノ島町大字美田セト獅子ヶ鼻地先

漁場の区域
　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれ区域
　基点第742号　隠岐郡西ノ島町大字美田獅子ヶ鼻西端に設置した標柱
　基点第743号　隠岐郡西ノ島町大字美田獅子ヶ鼻南側突端に設置した標柱
　点甲　基点第743号から160度200メートルの点
　ア　基点第742号から270度100メートルの点
　イ　基点第742号から270度300メートルの点
　ウ　点甲から270度410メートルの点
　エ　点甲から270度210メートルの点
（参考値）緯度・経度
　ア　北緯36度４分57.4秒　東経133度０分15.9秒
　イ　北緯36度４分57.4秒　東経133度０分7.9秒
　ウ　北緯36度４分50.3秒　東経133度０分11.4秒
　エ　北緯36度４分50.3秒　東経133度０分17.8秒

（１）漁業権の行使に当たっては、船舶の航行及び停泊を妨げないよう配慮させなけ
ればならない。
（２）敷設漁具の外郭には昼夜その敷設位置が判別できるよう必要な標識を設置させ
なければならない。
（３）この漁場の区域に設置する養殖施設は、以下の規模を超えさせてはならない。
ただし、その規模を超えない範囲で、生け簀の形状、規格及び台数を変更することは
差し支えない。
　形状：正八角形
　規格：一辺19.5メートル
　台数：２台

令和５年９
月１日

令和５年９
月１日

～ 令和10年8
月31日

浦郷水産（株） 〒684-0211

島根県隠岐郡西
島町大字浦郷
358番地

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

12
山
口
県

区第6号 山口県漁業
協同組合

750-
0067

山口県下関
市大和町1
丁目16番1
号 下関漁
港ビル

第1種区画
漁業 くろま
ぐろ小割式
養殖業

　1月1日
～
　12月31日

漁場の位置 
長門市通地先
漁場区域 
次のイ、ロ、ハ、ニ及びイを順次結んだ線によって囲まれた区域
基点A　長門市通平瀬34の7護岸東端
点イ　Aから129度1分583メートルの点
ロ　Aから101度40分1,143メートルの点
ハ　Aから123度51分1,496メートルの点
二　Aから149度17分1,128メートルの点

１　養殖の用に供する施設は、次に掲げる規模を超えてはならない。ただし、いけすの総面
積が46,652平方メートルを超えない範囲内で、いけすの形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
形状：長方形、1辺の長さ：85.0メートル×65.0メートル、台数：6台
形状：円形、直径：50メートル、台数：4台
形状：円形、直径：60メートル、台数：2台
２　養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は6,000尾を超えてはならない。
３　漁業権の免許を受けた者は、漁業権の行使者を決定したときは、行使者の住所及び氏
名（法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名）を知事に
報告しなければならない。

令和5年9月
1日

令和5年9月
1日

～ 令和10年8
月31日

(有)日本鮪養殖 〒104-0055
東京都中央区豊
海町4番5号豊海
振興ビル

令和5年9月1
日
漁業権一斉
切替え

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

漁場の位置
東牟婁郡那智勝浦町大字浦神地先

漁場の区域
１．次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第３１１号  東牟婁郡那智勝浦町大字浦神、仏崎北端に設置した標識
ア  基点第３１１号から２９２°－００′４２ｍの点
イ  基点第３１１号から２２７°－２０′１５０ｍの点
ウ  基点第３１１号から２４２°－５０′２７２ｍの点
エ  基点第３１１号から２４９°－５０′２６５ｍの点
オ　基点第３１１号から２５４°－３０′４６５ｍの点
カ　基点第３１１号から２６３°－２０′４６０ｍの点

２．次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第３１１号  東牟婁郡那智勝浦町大字浦神、仏崎北端に設置した標識
ア  基点第３１１号から３０８°－３０′５００ｍの点
イ  基点第３１１号から２９８°－００′３７３ｍの点
ウ  基点第３１１号から２７３°－３５′６４８ｍの点
エ  基点第３１１号から２８３°－４０′７２８ｍの点

３．次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第３１４号  東牟婁郡那智勝浦町大字浦神、岩屋崎南東端に設置した標識
ア  基点第３１４号から２５６°－３０′３４２ｍの点
イ  基点第３１４号から２４８°－３０′６３９ｍの点
ウ  基点第３１４号から２３９°－４０′６２８ｍの点
エ  基点第３１４号から２３９°－４０′３２８ｍの点

１．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生簀の総面積が７,２００平方メートルを超えない範囲内で、生
簀の形状、規格、又は台数を変更することは差し支えない。
　形状：正方形
　規格：１２ｍ×１２ｍ
　台数：５０台
２．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

株式会社アーマ
リン近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

第一種区画
漁業、くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

和
歌
山
県

和区
第804号

和歌山東漁
業協同組合

649-
3503

和歌山県東
牟婁郡串本
町串本1884
番地



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

13
山
口
県

区第７号 山口県漁業
協同組合

750-
0067

山口県下関
市大和町1
丁目16番1
号 下関漁
港ビル

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置 
長門市油谷向津具下字青田地先
漁場区域 
次のイ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
　点の位置
　基点Ａ　長門市油谷向津具下字堂ノ元3105に設置した標柱
　　　　Ｂ　〃　　〃　　　　　字青田2066の52に設置した標識
　　　　点イ　Ａから208度150メートルの点
　　　　　　ロ　Ｂから176度175メートルの点
　　　　　　ハ　Ｂから185度450メートルの点
　　　　　　ニ　Ａから197度427メートルの点

１　養殖の用に供する施設は、次に掲げる規模を超えてはならない。ただし、いけすの総面
積が19,869平方メートルを超えない範囲内で、いけすの形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
　　形状：8角形、1辺の長さ：17.5メートル、台数：12台
　　形状：円形、直径：30メートル、台数：3台
２　養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は15、598尾を超えてはならない。
３　漁業権の免許を受けた者は、漁業権の行使者を決定したときは、行使者の住所及び氏
名（法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名）を知事に
報告しなければならない。

令和5年9月
1日

令和5年9月
1日

～ 令和10年8
月31日

(有)日本鮪養殖 〒104-0055
東京都中央区豊
海町4番5号豊海
振興ビル

令和5年9月1
日
漁業権一斉
切替え

14
愛
媛
県

宇特区第43
号

愛媛県漁業
協同組合
（吉田支所）

799-
3710

愛媛県宇和
島市吉田町
立間尻甲
428

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
宇和島市吉田町奥浦地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ 　宇和島市吉田町奥浦乙517パラペット西角から護岸沿い西へ150メートルの標識
　　　Ｂ　宇和島市吉田町奥浦乙517パラペット東角から護岸沿い東へ120メートルの標識
点　ア　Ａから宇和島市九島鯖網代見通し130ートルの点
　　イ　Ａから宇和島市九島鯖網代見通し305メートルの点
　　ウ　Ｂから宇和島市九島藤ヶ尻見通し150メートルの点
　　エ　Ｂから宇和島市九島藤ヶ尻見通し100メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が１，２５７平方メートルを超えない範囲内で、
生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状： 円形、規格：直径２０メートル、台数：４台
３　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗の活
込み尾数は、１，１８０尾を超えてはならない。なお、移送による活込みは除く。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

個人 - 平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

15
愛
媛
県

宇特区第111
号

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

798-
0005

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
宇和島市戸島地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市戸島赤崎の標識
　　　Ｂ　宇和島市戸島大内浦の標識
点　ア　Ａから205度750メートルの点
　　イ　Ａから182度1,115メートルの点
　　ウ　Ｂから149度1,110メートルの点
　　エ　Ｂから151度959メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が2,724平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径34メートル、台数：３台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

戸島鮪養殖有
限責任事業組
合

〒798-0212

愛媛県宇和島市
戸島2508番地

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

16
愛
媛
県

宇特区第112
号

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

798-
0005

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
宇和島市嘉島地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市戸島赤崎の標識
点　ア　Ａから81度430メートルの点
　　イ　Ａから125度740メートルの点
　　ウ　Ａから163度600メートルの点
　　エ　Ａから181度90メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が5,448平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径34メートル、台数：６台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

戸島鮪養殖有
限責任事業組
合

〒798-0212

愛媛県宇和島市
戸島2508番地

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

17
愛
媛
県

宇特区第113
号

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

798-
0005

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
宇和島市嘉島地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市戸島郡の標識
　　　Ｂ　宇和島市戸島郡北の標識
点　ア　Ａから10度410メートルの点
　　イ　Ａから8度790メートルの点
　　ウ　Ｂから300度355メートルの点
　　エ　Ｂから239度395メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が9,080平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径34メートル、台数：10台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

嘉島鮪養殖有
限責任事業組
合

〒798-0212

愛媛県宇和島市
戸島3794番地

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

18

～ 個人 -

個人 -

個人 -

個人 -

愛
媛
県

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

798-
0005

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

宇特区115号 １月１日
～
12月31日

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

令和6年
3月31日

平成31年
4月1日

漁場の位置
宇和島市嘉島地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市戸島郡の標識
　　　Ｂ　宇和島市嘉島中の島東南端消波堤
点　ア　Ａから308度260メートルの点
　　イ　Ａから290度699メートルの点
　　ウ　Ｂから198度338メートルの点
　　エ　Ｂから139度532メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が3,770平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径40メートル、台数：３台

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

平成31年
4月1日



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

19

宇特区第132
号

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

798-
0005

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

日振島アクアマ
リン有限責任事
業組合

〒798-0099

愛媛県宇和島市
日振島3244番地

日振島鮪養殖
有限責任事業
組合

〒798-0099

愛媛県宇和島市
日振島3098番地

20
愛
媛
県

宇特区第133
号

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

798-
0005

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
宇和島市日振島地先
漁業の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市日振島コオラ鼻北端
点　ア　Ａから339度30分490メートルの点
　　イ　Ａから347度30分930メートルの点
　　ウ　Ａから25度30分1,060メートルの点
　　エ　Ａから44度705メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が17,672平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径50メートル、台数：９台
３　当該漁業権に係る漁場の区域において天然種苗の活込みを行ってはならない。なお、移
送による活込みは除く。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

日振島アクアマ
リン有限責任事
業組合

〒798-0099

愛媛県宇和島市
日振島3244番地

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

21
愛
媛
県

宇特区第134
号

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

798-
0005

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
宇和島市日振島地先
漁業の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４６直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市日振島コオラ鼻北端
　点ア　Ａから286度100メートルの点
　　イ　Ａから351度45分650メートルの点
　　ウ　Ａから47度940メートルの点
　　エ　Ａから87度45分680メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が28,982平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径40メートル、台数：９台、形状：円形、規格：直径50メートル、台数：９台
３　当該漁業権に係る漁場の区域において天然種苗の活込みを行ってはならない。なお、移
送による活込みは除く。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

日振島鮪養殖
有限責任事業
組合

〒798-0099

愛媛県宇和島市
日振島3098番地

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

22
愛
媛
県

宇特区第212
号

愛南漁業協
同組合

798-
4351

愛媛県南宇
和郡愛南町
鯆越166-3

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町柏崎地先
漁業の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　南宇和郡愛南町柏崎535番地の標識
点　ア　Ａから63度240メートルの点
　　イ　Ａから90度272メートルの点
　　ウ　Ａから113度164メートルの点
　　エ　Ａから65度98メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が1,257平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径20メートル、台数：４台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

個人 - 平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

23
愛
媛
県

宇特区第237
号

愛南漁業協
同組合

798-
4351

愛媛県南宇
和郡愛南町
鯆越166-3

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町猿鳴地先
漁場の区域
Ｄア、アイ及びイＣの3直線とＣＤ間の最大低潮時海岸線から10メートルの線とによって囲まれた
区域
基点Ａ　南宇和郡愛南町猿鳴ヒョウクロ鼻西端の標識
　　　Ｂ　南宇和郡愛南町猿鳴ネガセ穴の口鼻北端
　　　Ｃ　Ｂから94度210メートルの点
　　　Ｄ　Ａから183度40メートルの点
点　ア　Ａから320度347メートルの点
　　 イ　Ｂから346度432メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が4,991平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：正方形、規格：30メートル×30メートル、台数：５台、形状：円形、規格：直径25メート
ル、台数：１台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

宇和海漁業生
産組合

〒798-4123

愛媛県南宇和郡
愛南町赤水886
番地

郵送は、
愛媛県南宇和郡
愛南町赤水899
番地

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

24
愛
媛
県

宇特区第239
号

愛南漁業協
同組合

798-
4351

愛媛県南宇
和郡愛南町
鯆越166-3

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町猿鳴地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　南宇和郡愛南町三ツ畑田島下島南端
点　ア　Ａから60度70メートルの点
　　イ　Ａから102度490メートルの点
　　ウ　Ａから130度555メートルの点
　　エ　Ａから177度215メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が1,320平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：だ円、規格：24メートル×14メートル、台数：５台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

個人 - 平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

愛
媛
県

漁場の位置
宇和島市日振島地先
漁業の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市日振島コオラ鼻北端
点　ア　Ａから199度100メートルの点
　　イ　Ａから246度30分420メートルの点
　　ウ　Ａから288度30分470メートルの点
　　エ　Ａから336度240メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が4,165平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：長方形、規格：17メートル×14メートル、台数：１台、形状：円形、規格：直径20メート
ル、台数：８台、形状：円形、規格：直径30メートル、台数：２台
３　当該漁業権に係る漁場の区域において天然種苗の活込みを行ってはならない。なお、移
送による活込みは除く。

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

25
愛
媛
県

宇特区第252
号

愛南漁業協
同組合

798-
4351

愛媛県南宇
和郡愛南町
鯆越166-3

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町越田地先
漁場の区域
ＡＢの直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から40メートルの線とによって囲まれた区域
基点Ａ　南宇和郡愛南町小浦穴の鼻
　　　Ｂ　南宇和郡愛南町越田亀倉の鼻

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

極洋フィードワン
マリン(株)

〒798-4201

愛媛県南宇和郡
愛南町越田119
番地
(郵便物宛先）
〒798-4353
愛媛県南宇和郡
愛南町久良392
番地2

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

26
愛
媛
県

宇特区第267
号

久良漁業協
同組合

798-
4353

愛媛県南宇
和郡愛南町
久良1200-2

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町久良地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって囲まれた区域
基点Ａ 　南宇和郡愛南町久良瀬ノ浜滝の下標識
　　　Ｂ　南宇和郡愛南町久良中天嶬標識
　　　Ｃ　南宇和郡愛南町久良天嶬鼻灯台下の大岩標識
点　ア　Ｃから241度750メートルの点
　　イ　Ｃから南宇和郡愛南町武者泊笠ハズシ鼻北端見通し590メートルの点
　　ウ　Ｂから南宇和郡愛南町樽見鼻見通し170メートルの点
　　エ　Ｂから南宇和郡愛南町野地北端見通し360メートルの点
　　オ　Ｂから南宇和郡愛南町武者泊笠ハズシ鼻北端見通し620メートルの点
　　カ　Ａから南宇和郡愛南町当木島西端見通し810メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が13,927平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。形状：正方形、規格：50メートル
×50メートル、台数：４台、形状：円形、規格：直径50メートル、台数：２台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

キョクヨーマリン
愛媛(株)

〒798-4353

愛媛県南宇和郡
愛南町久良392
番地2

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

27
愛
媛
県

宇特区第268
号

久良漁業協
同組合

798-
4353

愛媛県南宇
和郡愛南町
久良1200-2

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町久良地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点A　南宇和郡愛南町久良天嶬鼻灯台下の大岩標識
点　ア　Aから南宇和郡愛南町黒碆見通し560メートルの点
　　イ　Aから南宇和郡愛南町烏帽子碆見通し240メートルの点
　　ウ　Aから南宇和郡愛南町武者泊笠ハズシ鼻北端見通し590メートルの点
　　エ　Aから241度750メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

個人 - 平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

28
愛
媛
県

宇特区第272
号

久良漁業協
同組合

798-
4353

愛媛県南宇
和郡愛南町
久良1200-2

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町久良地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点A　南宇和郡愛南町久良日土鼻標識
点　ア　Aから75度250メートルの点
　　イ　Aから75度120メートルの点
　　ウ　Aから南宇和郡愛南町黒崎鼻南端見通し450メートルの点
　　エ　Aから127度560メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が400平方メートルを超えない範囲内で、生け
簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。形状：正方形、規格：10メートル×
10メートル、台数：４台

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

キョクヨーマリン
愛媛(株)

〒798-4353

愛媛県南宇和郡
愛南町久良392
番地2

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

29
愛
媛
県

宇特区第273
号

久良漁業協
同組合

798-
4353

愛媛県南宇
和郡愛南町
久良1200-2

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町久良地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点A　南宇和郡愛南町久良日土鼻標識
点　ア　Aから75度350メートルの点
　　イ　Aから75度250メートルの点
　　ウ　Aから127度560メートルの点
　　エ　Aから南宇和郡愛南町島原鼻南端見通し650メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

個人 - 平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

30
愛
媛
県

宇特区第277
号

久良漁業協
同組合

798-
4353

愛媛県南宇
和郡愛南町
久良1200-2

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南宇和郡愛南町久良地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点A　南宇和郡愛南町久良瀬ノ浜滝の下標識
点　ア　Aから181度310メートルの点
　　イ　Aから189度680メートルの点
　　ウ　Aから178度740メートルの点
　　エ　Aから160度365メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

～ 令和6年
3月31日

個人 - 平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

31

～ 個人 -

個人 -

個人 -

愛
媛
県

愛媛県宇和
島市築地町
2-5-18

798-
0005

愛媛県漁業
協同組合
（うわうみ支
所）

宇特区第114
号

１月１日
～
12月31日

第一種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

漁場の位置
宇和島市戸島地先
漁場の区域
アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点Ａ　宇和島市戸島郡の標識
　　　Ｂ　宇和島市嘉島中の島東南端消波堤
点　ア　Ａから332度210メートルの点
　　イ　Ｂから105度490メートルの点
　　ウ　Ｂから106度709メートルの点
　　エ　Ａから40度163メートルの点

１　漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
２　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

平成31年
4月1日
漁業権一斉
切替え

令和6年
3月31日

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

32
高
知
県

区第3,301号 高知県漁業
協同組合

780-
0870

高知県高知
市本町一丁
目6番21号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　香南市夜須町手結山沖
漁場の区域
　点の位置
　　基点甲　安芸郡芸西村上黒碆県漁場基点
　　　ア　甲から磁針方位192度8分の線上甲から3,034メートルの点
　　　イ　甲から磁針方位194度48分の線上甲から3,033メートルの点
　　　ウ　甲から磁針方位194度39分の線上甲から2,830メートルの点
　　　エ　甲から磁針方位191度48分の線上甲から2,836メートルの点
　アイ、イウ、ウエ及びエアの4直線により囲まれた区域

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　養殖用の種苗は、人工種苗でなければならない。

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

－ 令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

33
高
知
県

区第3,302号 すくも湾漁
業協同組合

788-
0261

高知県宿毛
市小筑紫町
田ノ浦1337
番地2

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　幡多郡大月町柏島赤むろ崎前地先
漁場の区域
　　点の位置
　　　　基点甲　幡多郡大月町柏島県漁場基点第184号
　　　　基点乙　幡多郡大月町柏島柏島港口灯台
　　　　　ア　甲から乙を見通した線から右に５度23分の線上甲から459メートルの点
　　　　　イ　甲から乙を見通した線から右に20度24分の線上甲から539メートルの点
　　　　　ウ　甲から乙を見通した線から右に64度10分の線上甲から604メートルの点
　　　　　エ　甲から乙を見通した線から右に87度30分の線上甲から406メートルの点
　　　　　オ　甲から乙を見通した線から左に75度51分の線上甲から307メートルの点
　　　　　カ　甲から乙を見通した線から右に112度30分の線上甲から239メートルの点
　　　　　キ　甲から乙を見通した線から左に12度24分の線上甲から253メートルの点
　　アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアを結ぶ７直線により囲まれた区域

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、次に掲げる規模を超えてはな
らない。ただし、生け簀(す)の総面積が40,460平方メートルを超えない範囲内で、生け簀(す)
の形状、規格又は台数を変更することができる。
ア　直径が30メートルの円形で２台
イ　直径が50メートルの円形で３台
ウ　辺の長さが16メートルの正六角形で２台
エ　辺の長さが24メートルの正八角形で５台
オ　辺の長さが24.5メートル及び51.5メートルの長八角形で４台

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

(有)日本鮪養殖 〒104-0055
東京都中央区豊
海町４番５号豊
海振興ビル

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

34
高
知
県

区第3,303号 すくも湾漁
業協同組合

788-
0261

高知県宿毛
市小筑紫町
田ノ浦1337
番地2

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　幡多郡大月町一切くえ碆地先（２）
漁場の区域
　点の位置
　　基点甲　幡多郡大月町一切新網代区画基点
　　基点乙　幡多郡大月町一切漁港防波堤突端県漁場基点第246号
　　　ア　甲から乙を見通した線から左に93度41分の線と乙から甲を見通した線から右に52度19
分の線との交点
　　　イ　甲から乙を見通した線から左に63度55分の線と乙から甲を見通した線から右に69度3
分の線との交点
　　　ウ　甲から乙を見通した線から左に58度50分の線と乙から甲を見通した線から右に58度44
分の線との交点
　　　エ　甲から乙を見通した線から左に102度55分の線と乙から甲を見通した線から右に39度
34分の線との交点
　アイ、イウ、ウエ及びエアの4直線により囲まれた区域

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　養殖用の種苗は、人工種苗でなければならない。

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

－ 令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

35

区第3,304号 すくも湾漁
業協同組合

788-
0261

高知県宿毛
市小筑紫町
田ノ浦1337
番地2

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

キョクヨーマリン
ファーム㈱

〒788-0034
高知県宿毛市大
深浦2198-4

道水中谷水産
㈱

〒788-0352
高知県幡多郡大
月町大字橘浦字
椎ノ浦山475番
12

36

区第3,305号 令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

キョクヨーマリン
ファーム㈱

〒788-0034
高知県宿毛市大
深浦2198-4

高知県宿毛
市小筑紫町
田ノ浦1337
番地2

高
知
県

すくも湾漁
業協同組合

788-
0261

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、次に掲げる規模を超えてはな
らない。ただし、生け簀(す)の総面積が32,847平方メートルを超えない範囲内で、生け簀(す)
の形状、規格又は台数を変更することができる。
ア　直径が18メートルの円形で１台
イ　直径が40メートルの円形で４台
ウ　直径が50メートルの円形で１台
エ　直径が60メートルの円形で５台
オ　辺の長さが13メートルの正方形で４台
カ　辺の長さが60メートルの正方形で３台

高
知
県

１月１日
～
12月31日

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、直径が60メートルの円形で３台
の規模を超えてはならない。ただし、生け簀(す)の総面積が8,478平方メートルを超えない範
囲内で、生け簀(す)の形状、規格又は台数を変更することができる。

漁場の位置　幡多郡大月町安満地越戸地先
漁場の区域
　　点の位置
　　　　基点甲　幡多郡大月町安満地棒碆県漁場基点
　　　　基点乙　幡多郡大月町安満地磯の浜むろ碆県漁場基点
　　　　基点丙　幡多郡大月町安満地平碆県漁場基点
　　　　　ア　甲から乙を見通した線から右に120度４分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に20度１分の線との交点
　　　　　イ　甲から乙を見通した線から右に28度32分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に100度19分の線との交点
　　　　　ウ　甲から乙を見通した線から右に13度47分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に118度６分の線との交点
　　　　　エ　甲から乙を見通した線から右に６度０分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に25度37分の線との交点
　　　　　オ　甲から乙を見通した線から右に０度18分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に０度27分の線との交点
　　　　　カ　甲から乙を見通した線から右に165度５分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に２度44分の線との交点
　　　　　キ　甲から丙を見通した線から右に92度３分の線と丙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に21度12分の線との交点
　　　　　ク　甲から丙を見通した線から右に68度37分の線と丙から甲を見通した線
　　　　　　　から左に26度47分の線との交点
　　アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク及びクアを結ぶ８直線により囲まれた区域

漁場の位置　幡多郡大月町安満地蜂の巣浜地先
漁場の区域
　　点の位置
　　　　基点甲　幡多郡大月町安満地烏帽子碆区画基点
　　　　　ア　甲から磁針方位294度23分の線上甲から321メートルの点
　　　　　イ　甲から磁針方位339度18分の線上甲から493メートルの点
　　　　　ウ　甲から磁針方位68度51分の線上甲から581メートルの点
　　　　　エ　甲から磁針方位105度48分の線上甲から442メートルの点
　　アイ、イウ、ウエ及びエアを結ぶ４直線により囲まれた区域



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

37

区第3,306号 橘浦漁業協
同組合

788-
0352

高知県幡多
郡大月町橘
浦263番地

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

道水中谷水産
㈱

〒788-0352
高知県幡多郡大
月町大字橘浦字
椎ノ浦山475番
12

サンライズ
ファーム㈱

〒788-0352
高知県幡多郡大
月町橘浦459番
17

38
高
知
県

区第3,307号 橘浦漁業協
同組合

788-
0352

高知県幡多
郡大月町橘
浦263番地

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割り
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　幡多郡大月町橘浦弦場鼻沖
漁場の区域
　　点の位置
　　　　基点甲　幡多郡大月町橘浦クエノ鼻区画基点
　　　　基点乙　幡多郡大月町橘浦・泊浦界弦場鼻県漁場基点第230号
　　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に50度42分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から右に79度59分の線との交点
　　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に33度39分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から右に104度38分の線との交点
　　　　　ウ　甲から乙を見通した線から左に27度34分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から右に99度28分の線との交点
　　　　　エ　甲から乙を見通した線から左に34度27分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から右に84度43分の線との交点
　　　　　オ　甲から乙を見通した線から左に22度28分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から右に56度６分の線との交点
　　　　　カ　甲から乙を見通した線から左に38度22分の線と乙から甲を見通した線
　　　　　　　から右に44度５分の線との交点
　　アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアを結ぶ６直線により囲まれた区域

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、直径が30メートルの円形で20
台の規模を超えてはならない。ただし、生け簀(す)の総面積が14,130平方メートルを超えない
範囲内で、生け簀(す)の形状、規格又は台数を変更することができる。

令和５年
９月１日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
８月31日

サンライズ
ファーム㈱

〒788-0352
高知県幡多郡大
月町橘浦459番
17

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

39
佐
賀
県

松区第351号 佐賀玄海漁
業協同組合

847-
0823

佐賀県唐津
市海岸通
7182番地
233

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
唐津市鎮西町名護屋地先
漁場の区域
次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
点ア：北緯　 33度 32分 23秒東経　129度 52分 16秒
点イ：北緯　 33度 32分 21秒東経　129度 52分 14秒
点ウ：北緯　 33度 32分 27秒東経　129度 52分 04秒
点エ：北緯　 33度 32分 29秒東経　129度 52分 05秒

１．漁場の区域を示す各点に、昼間及び夜間においても視認できる標識を設置しなければな
らい。
２．養殖施設のいかりは、免許漁場内に設置しなければならない。
３．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が2,826平方メートルを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径30メートル、台数：１台
形状：正八角形、規格：直径30メートル、台数：３台

令和5年
9月1日

令和５年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロAQUA

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

40
長
崎
県

南区第1300
号

野母崎三和
漁業協同組
合

851-
0506

長崎県長崎
市脇岬町
3628番地81

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県長崎市蚊焼町黒島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　長崎市蚊焼町黒島祖母瀬テトラ北端標識
（北緯32度39分31秒,東経129度47分45秒）
2　同市同町黒島中島北端標識
（北緯32度39分23秒,東経129度47分53秒）
3　同市同町黒島下島東瀬標識
（北緯32度39分19秒,東経129度47分54秒）
イ　1から43度30分140メートルのところ
（北緯32度39分34秒,東経129度47分49秒）
ロ　1から36度440メートルのところ
（北緯32度39分42秒,東経129度47分55秒）
ハ　2から30度30分526メートルのところ
（北緯32度39分38秒,東経129度48分3秒）
ニ　2から30度30分630メートルのところ
（北緯32度39分41秒,東経129度48分5秒）
ホ　3から43度770メートルのところ
（北緯32度39分37秒,東経129度48分14秒）
ヘ　3から67度255メートルのところ
（北緯32度39分22秒,東経129度48分3秒）
ト　2から24度30分125メートルのところ
（北緯32度39分27秒,東経129度47分55秒）
チ　2から27度30分230メートルのところ
（北緯32度39分30秒,東経129度47分57秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分
については、直径40メートルの円形生簀4台、直径33メートルの円形生簀2台、直径30メート
ルの円形生簀3台、直径22メートルの円形生簀4台、直径20メートルの円形生簀6台の規模を
超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が12,257平方メートルを超
えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、3,000尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ロ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社 カヤ
キ

長崎県長崎市晴
海台町13-15

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

41
長
崎
県

北区第1300
号

佐世保市相
浦漁業協同
組合

858-
0918

長崎県佐世
保市相浦町
2731番地16

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県佐世保市黒島町東堂平地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　佐世保市黒島町東堂平浜辺標識Ａ
（北緯33度8分57秒,東経129度32分16秒）
2　同市同町東堂平漁港東大石標識
（北緯33度8分57秒,東経129度32分27秒）
イ　1から0度40メートルのところ
（北緯33度8分59秒,東経129度32分16秒）
ロ　1から0度160メートルのところ
（北緯33度9分3秒,東経129度32分16秒）
ハ　2から0度210メートルのところ
（北緯33度9分3秒,東経129度32分27秒）
ニ　2から0度80メートルのところ
（北緯33度8分59秒,東経129度32分27秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、30メートル
×30メートルの方形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生
簀の総面積が3,600平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更す
ることは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、1,378尾を超えてはならない。　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然
種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって
天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

個人 - 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

令和5年　　　
9月1日漁業
権一斉切替
え

高
知
県

漁場の位置　幡多郡大月町橘浦立碆地先
漁場の区域
　　点の位置
　　　　基点甲　幡多郡大月町橘浦双ツ碆岡小型定置漁場基点　
　
　　　　基点乙　幡多郡大月町橘浦ゆるぎ碆小型定置漁場基点　
　　　　　ア　甲から乙を見通した線から左に141度21分の線と乙から甲を見通した
　　　　　　　線から右に26度４分の線との交点
　　　　　イ　甲から乙を見通した線から左に112度57分の線と乙から甲を見通した
　　　　　　　線から右に55度10分の線との交点
　　　　　ウ　甲から乙を見通した線から左に53度32分の線と乙から甲を見通した
　　　　　　　線から右に113度31分の線との交点
　　　　　エ　甲から乙を見通した線から左に20度１分の線と乙から甲を見通した
　　　　　　　線から右に148度５分の線との交点
　　アイ、イウ、ウエ及びエアを結ぶ４直線により囲まれた区域

１　昼夜間の漁具標識を特に明瞭にすること。
２　漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、次に掲げる規模を超えてはな
らない。ただし、生け簀の総面積が71,357平方メートルを超えない範囲内で、生け簀(す)の形
状、規格又は台数を変更することができる。
ア　直径が30メートルの円形で21台
イ　直径が60メートルの円形で20台
３　養殖用の種苗は、別の区画漁業権漁場から当該漁場に移送させた種苗を除き、天然種
苗を括込んではならない。



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

42

松浦共同陸上
魚類

長崎県松浦市調
川町下免851-44

久家水産株式
会社

長崎県松浦市星
鹿町下田免105

43
長
崎

北区第1304
号

新松浦漁業
協同組合

859-
4301

長崎県松浦
市鷹島町阿
翁浦免637
番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県松浦市星鹿町青島免モサク鼻地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　松浦市星鹿町青島免南市神社鳥居中央前護岸標識
（北緯33度24分26秒,東経129度41分17秒）
2　同市同町同免青島南西端標識
（北緯33度24分25秒,東経129度40分58秒）
イ　1から142度90メートルのところ
（北緯33度24分23秒,東経129度41分19秒）
ロ　1から153度300メートルのところ
（北緯33度24分17秒,東経129度41分22秒）
ハ　2から165度30分480メートルのところ
（北緯33度24分10秒,東経129度41分2秒）
ニ　2から171度30分280メートルのところ
（北緯33度24分16秒,東経129度40分59秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径15メー
トルの円形生簀3台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が531平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の
活込尾数は、620尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

― 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

44
長
崎

北区第1305
号

新松浦漁業
協同組合

859-
4301

長崎県松浦
市鷹島町阿
翁浦免637
番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県松浦市星鹿町青島免羽島地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　松浦市星鹿町青島免羽島東端
（北緯33度24分29秒,東経129度41分38秒）
2　同市同町同免羽島西端
（北緯33度24分29秒,東経129度41分36秒）
イ　1から160度50メートルのところ
（北緯33度24分27秒,東経129度41分39秒）
ロ　1から177度30分280メートルのところ
（北緯33度24分19秒,東経129度41分39秒）
ハ　2から200度30分300メートルのところ
（北緯33度24分20秒,東経129度41分32秒）
ニ　2から245度100メートルのところ
（北緯33度24分28秒,東経129度41分33秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径15
メートルの円形生簀1台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が177平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画
漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んでは
ならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

― 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

45
長
崎

北区第1306
号

新松浦漁業
協同組合

859-
4301

長崎県松浦
市鷹島町阿
翁浦免637
番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県松浦市星鹿町青島免魚固ノ島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　松浦市星鹿町青島免魚固ノ島南端標識
（北緯33度25分11秒,東経129度42分40秒）
イ　1から180度120メートルのところ
（北緯33度25分7秒,東経129度42分40秒）
ロ　1から180度380メートルのところ
（北緯33度24分58秒,東経129度42分40秒）
ハ　1から206度30分440メートルのところ
（北緯33度24分58秒,東経129度42分32秒）
ニ　1から200度620メートルのところ
（北緯33度24分52秒,東経129度42分32秒）
ホ　1から214度30分700メートルのところ
（北緯33度24分52秒,東経129度42分25秒）
ヘ　1から281度30分400メートルのところ
（北緯33度25分13秒,東経129度42分25秒）
ト　1から288度250メートルのところ
（北緯33度25分13秒,東経129度42分31秒）
チ　1から243度30分270メートルのところ
（北緯33度25分7秒,東経129度42分31秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20
メートルの円形生簀8台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が2,512平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更するこ
とは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、477尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．イ、ロ、ニ、ホ、ヘ、トの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社辻川
水産

長崎県松浦市星
鹿町青島免1015

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

1月1日
～
12月31日

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

長崎県松浦
市鷹島町阿
翁浦免637
番地

859-
4301

新松浦漁業
協同組合

北区第1303
号

長崎県松浦市星鹿町岳崎免城山地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　松浦市星鹿町岳崎免大網代大石標識
（北緯33度23分10秒,東経129度41分9秒）
イ　1から27度320メートルのところ
（北緯33度23分19秒,東経129度41分14秒）
ロ　1から17度30分600メートルのところ
（北緯33度23分28秒,東経129度41分15秒）
ハ　1から61度800メートルのところ
（北緯33度23分22秒,東経129度41分36秒）
ニ　1から152度660メートルのところ
（北緯33度22分51秒,東経129度41分20秒）
ホ　1から181度500メートルのところ
（北緯33度22分54秒,東経129度41分8秒）
ヘ　1から44度420メートルのところ
（北緯33度23分20秒,東経129度41分20秒）

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

令和10年
8月31日

～令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀8台、直径15メートルの円形生簀6台の規模を超えてはならない。ただし、経
営上必要な場合は、生簀の総面積が3,574平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられ
る養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活込尾数は、783尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．イ、ロ、ハ、二、ホの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。長

崎



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

46
長
崎

北区第1307
号

新松浦漁業
協同組合

859-
4301

長崎県松浦
市鷹島町阿
翁浦免637
番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県松浦市鷹島町里免百尋地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　松浦市鷹島町原免垣ノ内標識Ｂ
（北緯33度25分42秒,東経129度44分17秒）
2　同市同町中通免平原海岸標識
（北緯33度26分21秒,東経129度44分30秒）
3　同市同町里免秋丸標識
（北緯33度26分33秒,東経129度44分48秒）
イ　1から332度1409メートルのところ
（北緯33度26分23秒,東経129度43分51秒）
ロ　1から332度1870メートルのところ
（北緯33度26分36秒,東経129度43分43秒）
ハ　2から327度960メートルのところ
（北緯33度26分48秒,東経129度44分10秒）
ニ　2から327度840メートルのところ
（北緯33度26分44秒,東経129度44分13秒）
ホ　3から332度700メートルのところ
（北緯33度26分54秒,東経129度44分35秒）
ヘ　3から332度360メートルのところ
（北緯33度26分45秒,東経129度44分41秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径40メートルの円形生簀46台
の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が57,776平方メー
トルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　４．
当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込
尾数は、14,288尾を超えてはならない。　
５．イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

双日ツナファー
ム鷹島株式会
社

長崎県松浦市鷹
島町阿翁浦免字
迎８０１番地4

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

47
長
崎

北区第1308
号

新松浦漁業
協同組合

859-
4301

長崎県松浦
市鷹島町阿
翁浦免637
番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県松浦市鷹島町阿翁浦免沖ノ島地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮海岸線によって囲まれた区域

1　松浦市鷹島町阿翁浦免大小島南端標識
（北緯33度27分9秒,東経129度44分33秒）
2　同市同町同免大小島南側標識
（北緯33度27分11秒,東経129度44分38秒）
イ　1から169度230メートルのところ
（北緯33度27分2秒,東経129度44分35秒）
ロ　2から169度230メートルのところ
（北緯33度27分3秒,東経129度44分40秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、直径40メートルの円形生簀2台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が2,512平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数
を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗
は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を
除き、天然種苗を活け込んではならない。　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天
然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない理由があり、生簀によっ
て天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

双日ツナファー
ム鷹島株式会
社

長崎県松浦市鷹
島町阿翁浦免字
迎８０１番地4

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

48
長
崎

北区第1309
号

中野漁業協
同組合

859-
5132

長崎県平戸
市川内町
1029番地3

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県平戸市古江町大瀬地先

次の1、イ、ロ、4の各点を順次結んだ各直線、2と3を結んだ直線並びに1から2、3から4に至る各
最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　平戸市古江町大瀬中の鼻南東端標識
（北緯33度22分43秒,東経129度31分13秒）
2　同市同町大瀬中の鼻標識Ｂ（1から西方海岸沿いに85メートルのところ）
（北緯33度22分41秒,東経129度31分10秒）
3　同市同町大瀬鵜のくそ鼻標識Ｂ
（北緯33度22分38秒,東経129度31分12秒）
4　同市同町大瀬鵜のくそ鼻北端標識
（北緯33度22分39秒,東経129度31分15秒）
イ　1から68度70メートルのところ
（北緯33度22分44秒,東経129度31分15秒）
ロ　4から68度70メートルのところ
（北緯33度22分40秒,東経129度31分18秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀6台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が1,884平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画漁
業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んではなら
ない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社長崎
ファーム

長崎県平戸市古
江町676番地１

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

49
長
崎

北区第1310
号

中野漁業協
同組合

859-
5132

長崎県平戸
市川内町
1029番地3

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県平戸市古江町灰ヶ浦鼻地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　平戸市古江町大瀬海岸標識Ａ
（北緯33度22分28秒,東経129度31分11秒）
2　同市同町大瀬海岸標識Ｂ
（北緯33度22分30秒,東経129度31分17秒）
イ　1から183度20メートルのところ
（北緯33度22分27秒,東経129度31分10秒）
ロ　2から141度30分20メートルのところ
（北緯33度22分29秒,東経129度31分18秒）
ハ　2から141度30分100メートルのところ
（北緯33度22分27秒,東経129度31分20秒）
ニ　1から135度250メートルのところ
（北緯33度22分22秒,東経129度31分17秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20
メートルの円形生簀6台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が1,884平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更するこ
とは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、690尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社長崎
ファーム

長崎県平戸市古
江町676番地１

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

50
長
崎

北区第1311
号

宇久小値賀
漁業協同組
合

857-
4701

長崎県北松
浦郡小値賀
町笛吹郷
2789番地の
4

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県北松浦郡小値賀町前方郷横平地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　北松浦郡小値賀町前方郷横平標識
（北緯33度12分37秒,東経129度5分23秒）
2　同郡同町同郷龍神瀬標識
（北緯33度12分27秒,東経129度5分7秒）
イ　1から174度100メートルのところ
（北緯33度12分34秒,東経129度5分24秒）
ロ　1から174度600メートルのところ
（北緯33度12分18秒,東経129度5分26秒）
ハ　2から165度150メートルのところ
（北緯33度12分23秒,東経129度5分9秒）
ニ　2から70度125メートルのところ
（北緯33度12分29秒,東経129度5分12秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、10メートル
×10メートルの方形生簀3台、一辺10メートルの正六角形の生簀6台の規模を超えてはなら
ない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が1,860平方メートルを超えない範囲内
で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の
活込尾数は、355尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

薩摩丸株式会
社

長崎県北松浦郡
小値賀町笛吹郷
２７８９番地４０

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

51
長
崎

北区第1312
号

郷ノ浦町漁
業協同組合

811-
5135

長崎県壱岐
市郷ノ浦町
郷ノ浦405
番地6

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良浦烏帽子崎地先

次の1、イ、ロ、ハ、4の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　壱岐市郷ノ浦町渡良浦烏帽子崎南東端標識
（北緯33度44分17秒,東経129度39分27秒）
2　同市同町郷ノ浦港九州郵船フェリー旧発着場南端
（北緯33度44分32秒,東経129度41分11秒）
3　同市同町渡良浦七日灘標識
（北緯33度44分42秒,東経129度39分26秒）
4　同市同町渡良浦烏帽子崎南標識
（北緯33度44分36秒,東経129度39分28秒）
イ　1と2を結ぶ直線上1から270メートルのところ
（北緯33度44分18秒,東経129度39分37秒）
ロ　3から98度30分550メートルのところ
（北緯33度44分39秒,東経129度39分47秒）
ハ　3から98度30分80メートルのところ
（北緯33度44分41秒,東経129度39分29秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、25メートル
×35メートルの方形生簀3台、25メートル×55メートルの方形生簀3台、50メートル×50メート
ルの方形生簀6台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積
が21,750平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込み尾数は、8,742尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロ、ハの各点及びイとロの中間点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎市大黒町９
－２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

52
長
崎

北区第1301
号

佐世保市相
浦漁業協同
組合

858-
0918

長崎県佐世
保市相浦町
2731番地16

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県佐世保市黒島町瀬ゲノハエ地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　佐世保市黒島町串ノ浜大石標識
（北緯33度8分25秒,東経129度30分54秒）
2　同市同町うぜの鼻標識
（北緯33度8分43秒,東経129度31分21秒）
イ　1から330度440メートルのところ
（北緯33度8分39秒,東経129度30分45秒）
ロ　1から330度685メートルのところ
（北緯33度8分46秒,東経129度30分40秒）
ハ　3から330度440メートルのところ
（北緯33度8分56秒,東経129度31分12秒）
ニ　3から330度180メートルのところ
（北緯33度8分48秒,東経129度31分18秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、50メートル×45メートルの方形生簀9台、30メートル×30メートルの方形生簀3台の規
模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が22,950平方メートル
を超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　３．当該
漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数
は、8,705尾を超えてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎市大黒町９
－２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

53
長
崎

北区第1302
号

佐世保市相
浦漁業協同
組合

858-
0918

長崎県佐世
保市相浦町
2731番地16

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県佐世保市黒島町瀬ゲノハエ地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　佐世保市黒島町串ノ浜岩脈標識
（北緯33度8分26秒,東経129度30分50秒）
2　同市同町串ノ浜大石標識
（北緯33度8分25秒,東経129度30分54秒）
イ　1から330度70メートルのところ
（北緯33度8分28秒,東経129度30分49秒）
ロ　1から330度470メートルのところ
（北緯33度8分39秒,東経129度30分41秒）
ハ　2から330度535メートルのところ
（北緯33度8分40秒,東経129度30分44秒）
ニ　2から330度140メートルのところ
（北緯33度8分29秒,東経129度30分52秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面
積が3,500平方メートルを超えてはならない。　
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。　
４．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎市大黒町９
－２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

54
長
崎

五区第1303
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷彦浦地先

次の1と7を結んだ直線、2、3、4の各点を順次結んだ各直線、5と6を結んだ直線、及び1から2、4
から5、6から7に至る各最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷彦浦長瀬南西端築堤標識
（北緯32度54分24秒,東経129度2分19秒）
2　同郡同町同郷彦浦長瀬南端築堤標識
（北緯32度54分24秒,東経129度2分20秒）
3　同郡同町同郷彦浦海岸標識
（北緯32度54分27秒,東経129度2分26秒）
4　同郡同町同郷彦浦中鼻北側標識
（北緯32度54分25秒,東経129度2分28秒）
5　同郡同町同郷彦浦ハゲ鼻標識
（北緯32度54分12秒,東経129度2分24秒）
6　同郡同町同郷彦浦ハゲ島東端
（北緯32度54分12秒,東経129度2分23秒）
7　同郡同町同郷彦浦ハゲ島築堤西端標識
（北緯32度54分14秒,東経129度2分20秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分
については、直径25メートルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。また、免許番号の
異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とす
る。）については、直径20メートルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営
上必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が1,964平方メートル、移送分の生簀の総面
積が1,256平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、移送分を除き500尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社橋口
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷40

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

55
長
崎

五区第1304
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町若松郷上中島地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町若松郷上中島東浦標識Ｂ
（北緯32度53分16秒,東経129度2分38秒）
2　同郡同町同郷上中島東浦標識Ｃ
（北緯32度53分14秒,東経129度2分40秒）
イ　1から46度20メートルのところ
（北緯32度53分16秒,東経129度2分38秒）
ロ　1から46度160メートルのところ
（北緯32度53分20秒,東経129度2分42秒）
ハ　2から62度180メートルのところ
（北緯32度53分17秒,東経129度2分46秒）
ニ　2から100度85メートルのところ
（北緯32度53分13秒,東経129度2分43秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25メー
トルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が1,963平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画漁
業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活けこんではなら
ない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

― 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

56
長
崎

五区第1305
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町若松郷上中島地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んで1に至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町若松郷上中島赤岩北築堤突端
（北緯32度53分30秒,東経129度2分22秒）
2　同郡同町同郷上中島東浦標識A
（北緯32度53分20秒,東経129度2分31秒）
イ　1から40度70メートルのところ
（北緯32度53分32秒,東経129度2分24秒）
ロ　2から32度200メートルのところ
（北緯32度53分26秒,東経129度2分35秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25メー
トルの円形生簀8台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が3,925平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、1,000尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社橋口
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷40

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

57
長
崎

五区第1308
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷盆ヶ浦地先

次のイ、ロ、ハ、4の各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷二番山鼻北東端大岩標識
（北緯32度54分12秒,東経129度1分42秒）
2　同郡同町同郷盆ヶ浦北西岸標識
（北緯32度54分9秒,東経129度1分42秒）
3　同郡同町同郷盆ヶ浦南東岸標識
（北緯32度54分2秒,東経129度1分48秒）
4　同郡同町同郷東の鼻北端
（北緯32度54分4秒,東経129度1分49秒）
イ　1と4を結ぶ直線上1から100メートルのところ
（北緯32度54分10秒,東経129度1分44秒）
ロ　2と3を結ぶ直線上2から50メートルのところ
（北緯32度54分8秒,東経129度1分43秒）
ハ　2と3を結ぶ直線上3から25メートルのところ
（北緯32度54分3秒,東経129度1分48秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が1,100平方メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。
４．イの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

― 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

58
長
崎

五区第1309
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷男鹿ノ浦地先

次の1と2、3と4を結んだ各直線及び1から4、2から3に至る各最高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷男鹿ノ浦標識Ｅ
（北緯32度55分8秒,東経129度0分57秒）
2　同郡同町同郷男鹿ノ浦鼻標識Ｄ
（北緯32度55分1秒,東経129度1分1秒）
3　同郡同町同郷小河原東南標識
（北緯32度55分3秒,東経129度1分14秒）
4　同郡同町同郷猿浦北東標識
（北緯32度55分20秒,東経129度0分59秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径30メー
トルの円形生簀1台、直径25メートルの円形生簀7台の規模を超えてはならない。ただし、経
営上必要な場合は、生簀の総面積が4,141平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の
活込尾数は、1,552尾を超えてはならない。　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天
然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない理由があり、生簀によっ
て天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．3と4を結ぶ直線上、3から210m、4から210ｍのところに夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社橋口
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷40

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

59
長
崎

五区第1312
号

神部漁業協
同組合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
639番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町若松郷七ツ山浦地先

次の5、イ、ロ、ハ、ニ、6の各点を順次結んだ各直線と6から7に至る最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町若松郷七ツ山浦椎木山南鼻突端標識
（北緯32度51分45秒,東経129度1分42秒）
2　同郡同町同郷七ツ山浦出鼻突端標識
（北緯32度51分46秒,東経129度1分27秒）
3　同郡同町同郷七ツ山浦塚の下標識(3から南方海岸沿いに33メートルのところ)
（北緯32度51分45秒,東経129度1分26秒）
4　同郡同町同郷七ツ山浦北岸標識
（北緯32度51分48秒,東経129度1分32秒）
5　同郡同町同郷七ツ山浦小島南西端標識
（北緯32度51分40秒,東経129度1分36秒）
6　同郡同町同郷七ツ山浦小島東端標識
（北緯32度51分40秒,東経129度1分37秒）
イ　2と5を結ぶ直線と3と4を結ぶ直線との交点
（北緯32度51分46秒,東経129度1分28秒）
ロ　3と4を結ぶ直線上4から20メートルのところ
（北緯32度51分48秒,東経129度1分32秒）
ハ　1から180度50メートルのところ
（北緯32度51分44秒,東経129度1分42秒）
ニ　1から180度290メートルのところ
（北緯32度51分36秒,東経129度1分42秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20
メートルの円形生簀14台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が4,396平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更するこ
とは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の
活込尾数は、1,249尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．ハ、二の各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　徳丸 長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷769番地29

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

60

株式会社　徳丸 長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷769番地29

有限会社　順洋 長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷
583番地9

有限会社　勝栄
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷
621番地47

61
長
崎

五区第1314
号

若松漁業協
同組合

853-
2314

長崎県南松
浦郡新上五
島町漁生浦
郷133番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町日島郷地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町日島郷釜崎護岸標識
（北緯32度55分9秒,東経128度57分55秒）
2　同郡同町同郷釜崎沖ノ瀬頂上
（北緯32度55分6秒,東経128度57分53秒）
イ　1から140度90メートルのところ
（北緯32度55分7秒,東経128度57分57秒）
ロ　1から140度180メートルのところ
（北緯32度55分5秒,東経128度57分60秒）
ハ　2から150度120メートルのところ
（北緯32度55分2秒,東経128度57分56秒）
ニ　2から150度30メートルのところ
（北緯32度55分5秒,東経128度57分54秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀1台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が314平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、120尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社松園
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町日島
郷262

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

62
長
崎

五区第1315
号

奈留町漁業
協同組合

853-
2201

長崎県五島
市奈留町浦
1839番地7

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市奈留町大串青木浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　五島市奈留町大串梅木窄ハチノ窄中鼻北側標識
（北緯32度51分31秒,東経128度55分23秒）
2　同市同町大串梅木窄ハチノ窄内鼻南側標識
（北緯32度51分25秒,東経128度55分25秒）
3　同市同町船廻後阿古木埋立地南側標識
（北緯32度51分32秒,東経128度55分53秒）
4　同市同町船廻大古田網上鼻西端標識
（北緯32度51分44秒,東経128度55分45秒）
イ　1と4を結ぶ直線上1から80メートルのところ
（北緯32度51分32秒,東経128度55分25秒）
ロ　2と3を結ぶ直線上2から100メートルのところ
（北緯32度51分26秒,東経128度55分29秒）
ハ　2と3を結ぶ直線上2から235メートルのところ
（北緯32度51分27秒,東経128度55分34秒）
ニ　1と4を結ぶ直線上1から215メートルのところ
（北緯32度51分35秒,東経128度55分30秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、直径40メートルの円形生簀2台、直径30メートルの円形生簀1台の規模を超えてはなら
ない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が3,219平方メートルを超えない範囲内
で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区
画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画
漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んではならない。　４．人工種苗を
活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを
得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた場
合はこの限りではない。　５．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社日本
鮪養殖

東京都中央区豊
海区4番5号

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

63
長
崎

五区第1316
号

奈留町漁業
協同組合

853-
2201

長崎県五島
市奈留町浦
1839番地7

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市奈留町熊高地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　五島市奈留町熊高長崎鼻北東端
（北緯32度52分20秒,東経128度54分40秒）
イ　1から78度190メートルのところ
（北緯32度52分21秒,東経128度54分47秒）
ロ　1から60度480メートルのところ
（北緯32度52分28秒,東経128度54分56秒）
ハ　1から3度640メートルのところ
（北緯32度52分41秒,東経128度54分41秒）
ニ　1から335度30分480メートルのところ
（北緯32度52分34秒,東経128度54分32秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径40メー
トルの円形生簀2台、直径50メートルの円形生簀2台、65メートル×40メートルの方形生簀4
台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が16,838平方
メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、4,000尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社日本
鮪養殖

東京都中央区豊
海区4番5号

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

五区第1313
号

神部漁業協
同組合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
639番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町若松郷小ケ倉地先

次のイ、2、3、4、ハ、5、ロの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町若松郷七ツ山浦椎木山南端標識
（北緯32度51分45秒,東経129度1分42秒）
2　同郡同町同郷七ツ山浦小島飛瀬標識
（北緯32度51分36秒,東経129度1分38秒）
3　同郡同町同郷七ツ山浦築堤突端標識
（北緯32度51分37秒,東経129度1分35秒）
4　同郡同町同郷七ツ山浦小ヶ倉鼻北築堤内立岩
（北緯32度51分26秒,東経129度1分35秒）
5　同郡同町同郷七ツ山浦鳥ノ小島鼻築堤突端標識
（北緯32度51分18秒,東経129度1分45秒）
6　同郡同町同郷七ツ山浦鳥ノ小島東端
（北緯32度51分18秒,東経129度1分52秒）
7　同郡同町同郷関掛瀬航路標識
（北緯32度51分29秒,東経129度2分12秒）
8　同郡同町同郷字野島野島南端立岩
（北緯32度51分34秒,東経129度2分3秒）
イ　1と6を結ぶ直線と3と8を結ぶ直線との交点
（北緯32度51分36秒,東経129度1分46秒）
ロ　1と6を結ぶ直線と5と7を結ぶ直線との交点
（北緯32度51分21秒,東経129度1分51秒）
ハ　2と5を結ぶ直線と4と7を結ぶ直線との交点
（北緯32度51分27秒,東経129度1分42秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀31台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が9,734平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、2,864尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和10年
8月31日

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

長
崎

令和5年
9月1日

～令和5年
9月1日



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

64
長
崎

五区第1317
号

五島ふくえ
漁業協同組
合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市本窯町松ヶ崎南岸地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市本窯町松ヶ崎南岸標識
（北緯32度46分33秒,東経128度59分8秒）
2　同市同町本窯漁港北防波堤北側海岸標識（北防波堤付根から北方海岸沿いに38メートルの
ところ）
（北緯32度46分16秒,東経128度59分19秒）
イ　1から247度455メートルのところ
（北緯32度46分27秒,東経128度58分52秒）
ロ　2から247度365メートルのところ
（北緯32度46分11秒,東経128度59分6秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、直径40メートルの円形生簀1台、30メートル×35メートルの方形生簀2台、40メートル×
50メートルの方形生簀6台、40メートル×60メートルの方形生簀3台の規模を超えてはならな
い。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が22,556平方メートルを超えない範囲内
で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区
画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、9,800尾を超
えてはならない。　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、か
つ、経営に支障が出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別
できると判断され、知事が認めた場合はこの限りではない。　５．イ、ロの各点に夜間標識灯
を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎市大黒町９
－２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

65
長
崎

五区第1318
号

五島ふくえ
漁業協同組
合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市平蔵町大泊地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　五島市平蔵町早﨑防波堤突端標識
（北緯32度44分33秒,東経128度50分59秒）
2　同市同町大泊沖側防波堤突端標識
（北緯32度44分32秒,東経128度50分43秒）
3　同市同町長浜護岸標識（草津防波堤付根から北方向に400メートルのところ）
（北緯32度44分31秒,東経128度50分34秒）
イ　1から129度90メートルのところ
（北緯32度44分31秒,東経128度51分2秒）
ロ　1から129度400メートルのところ
（北緯32度44分24秒,東経128度51分11秒）
ハ　3から156度880メートルのところ
（北緯32度44分5秒,東経128度50分47秒）
ニ　3から156度210メートルのところ
（北緯32度44分25秒,東経128度50分37秒）
ホ　2から草津防波堤突端への見通し線70メートルのところ
（北緯32度44分30秒,東経128度50分41秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、一辺14メートルの正六角形の生簀1台、直径50メートルの円形生簀3台、85メートル×
65メートルの方形生簀6台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀
の総面積が39,549平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更す
ることは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1
年当たりの天然種苗の活込尾数は、7,522尾を超えてはならない。　４．人工種苗を活込んで
はならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむを得ない理
由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた場合はこの
限りではない。　５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社日本
鮪養殖

東京都中央区豊
海区4番5号

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

66
長
崎

五区第1319
号

五島ふくえ
漁業協同組
合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市平蔵町浜泊地先

次の2、１、イ、3の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市平蔵町えびす瀬石積護岸北端標識
（北緯32度44分57秒,東経128度50分8秒）
2　同市同町浜泊ノ口鼻標識
（北緯32度44分50秒,東経128度50分14秒）
3　同市同町樫ノ浦漁港新護岸標識
（北緯32度44分53秒,東経128度50分29秒）
イ　1から52度385メートルのところ
（北緯32度45分4秒,東経128度50分19秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、一辺17.5メートルの正八角形の生簀10台の規模を超えてはならない。ただし、経営上
必要な場合は、生簀の総面積が14,790平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規
格又は台数を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる
養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は、4,300尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社日本
鮪養殖

東京都中央区豊
海区4番5号

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

67
長
崎

五区第1320
号

五島ふくえ
漁業協同組
合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市平蔵町浜泊地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市平蔵町シバ瀬突端大岩標識
（北緯32度45分8秒,東経128度49分58秒）
2　同市同町エビス瀬大岩標識
（北緯32度44分57秒,東経128度50分8秒）
イ　1から80度455メートルのところ
（北緯32度45分10秒,東経128度50分15秒）
ロ　2から52度435メートルのところ
（北緯32度45分6秒,東経128度50分21秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、25メートル
×25メートルの方形生簀2台、38メートル×39メートルの方形生簀2台、37メートル×50メート
ルの方形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積
が11,614平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、9,026尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎市大黒町９
－２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

68
長
崎

五区第1322
号

五島漁業協
同組合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市玉之浦町荒川白石崎地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市玉之浦町荒川銭亀南東岸標識
（北緯32度39分26秒,東経128度39分17秒）
2　同市同町荒川白石崎北端標識
（北緯32度39分34秒,東経128度39分31秒）
3　同市同町玉之浦小島南東岸標識
（北緯32度39分49秒,東経128度39分2秒）
イ　1と3を結ぶ直線上1から400メートルのところ
（北緯32度39分38秒,東経128度39分10秒）
ロ　2から350度500メートルのところ
（北緯32度39分50秒,東経128度39分28秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径50メートルの円形生簀10台
の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が19,625平方メー
トルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　４．
当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込
尾数は、5,000尾を超えてはならない。　５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければなら
ない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

道水中谷水産
株式会社

高知県幡多郡大
月町橘浦椎ノ浦
山475-12

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

69
長
崎

五区第1323
号

五島漁業協
同組合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市玉之浦町荒川河原浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　五島市玉之浦町荒川長窄長迫一番鼻西端標識
（北緯32度39分15秒,東経128度39分14秒）
2　同市同町荒川内河原浦の鼻北西端
（北緯32度38分44秒,東経128度39分55秒）
3　同市同町荒川山ノ浦崎外河原鼻北端
（北緯32度38分57秒,東経128度39分27秒）
イ　1と3を結ぶ直線上1から250メートルのところ
（北緯32度39分8秒,東経128度39分19秒）
ロ　3から303度255メートルのところ
（北緯32度39分1秒,東経128度39分19秒）
ハ　1と2を結ぶ直線上1から675メートルのところ
（北緯32度39分0秒,東経128度39分33秒）
ニ　3から28度345メートルのところ
（北緯32度39分7秒,東経128度39分33秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が7,600平方メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社ツナド
リーム五島

長崎県五島市玉
之浦町荒川字白
泊901番地1

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

70
長
崎

五区第1324
号

五島漁業協
同組合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市玉之浦町荒川山の浦地先

次の2、イ、ロ、３、の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市玉之浦町荒川銭亀南鼻南端標識
（北緯32度39分21秒,東経128度39分5秒）
2　同市同町荒川山ノ浦崎下鼻標識
（北緯32度39分5秒,東経128度38分56秒）
3　同市同町荒川山ノ浦崎北端標識
（北緯32度39分15秒,東経128度38分39秒）
4　同市同町玉之浦小島西端
（北緯32度39分44秒,東経128度38分49秒）
イ　1から138度240メートルのところ
（北緯32度39分15秒,東経128度39分11秒）
ロ　3と4結ぶ直線上3から400メートルのところ
（北緯32度39分28秒,東経128度38分43秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、直径50メートルの円形生簀10台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が19,625平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台
数を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種
苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は、5,000尾を超えてはならない。　４．人工種苗
を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむ
を得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた
場合はこの限りではない。　５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

道水中谷水産
株式会社

高知県幡多郡大
月町橘浦椎ノ浦
山475-12

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

71
長
崎

五区第1325
号

五島漁業協
同組合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市玉之浦町玉之浦山浦地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と1から2に至る最高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　五島市玉之浦町玉之浦山浦崎中鼻北標識
（北緯32度39分11秒,東経128度38分38秒）
2　同市同町玉之浦山浦入口北標識
（北緯32度38分53秒,東経128度38分46秒）
イ　1から255度30分290メートルのところ
（北緯32度39分8秒,東経128度38分27秒）
ロ　2から266度460メートルのところ
（北緯32度38分51秒,東経128度38分28秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径20メートルの円形生簀16台
の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が5,024平方メート
ルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　４．当
該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾
数は、2,000尾を超えてはならない。　５．1と1から233度30分225メートルのところと2から266
度310メートルのところを結ぶ直線より沖側においては常時海面から25メートル以浅に漁具を
設置してはならない。　６．イ、ロを見通す線に最も近接する生簀の北端南端に夜間標識灯
を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社新海
養魚

長崎県五島市玉
之浦町荒川129
番地23

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

72
長
崎

五区第1326
号

五島漁業協
同組合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市玉之浦町玉之浦山浦南岸地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と1から2に至る最高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　五島市玉之浦町玉之浦仏崎北西岸標識
（北緯32度38分36秒,東経128度38分37秒）
2　同市同町玉之浦山浦坊主鼻北東端標識
（北緯32度38分34秒,東経128度38分52秒）
3　同市同町玉之浦山浦二合半島南端標識
（北緯32度38分42秒,東経128度38分60秒）
イ　1から335度540メートルのところ
（北緯32度38分51秒,東経128度38分28秒）
ロ　2と3を結ぶ直線上2から245メートルのところ
（北緯32度38分40秒,東経128度38分57秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が19,089平方メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。
４．1と1から350度30分420メートルのところを結ぶ直線より沖側においては、常時海面から25
メートル以浅に漁具を設置してはならない。
５．1、イを見通す線に最も近接する生簀の北端南端に夜間標識灯を設置しなければならな
い。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社ツナド
リーム五島

長崎県五島市玉
之浦町荒川字白
泊901番地1

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

73
長
崎

五区第1327
号

五島漁業協
同組合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市玉之浦町玉之浦島山島昼寝が浦地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市玉之浦町玉之浦島山島昼寝が浦南岸標識Ａ
（北緯32度40分6秒,東経128度38分9秒）
2　同市同町玉之浦島山島勝間崎標識
（北緯32度39分51秒,東経128度38分26秒）
イ　1から64度545メートルのところ
（北緯32度40分14秒,東経128度38分28秒）
ロ　2から25度30分410メートルのところ
（北緯32度40分3秒,東経128度38分32秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が18,303平方メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。
４．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社ツナド
リーム五島

長崎県五島市玉
之浦町荒川字白
泊901番地1

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

74
長
崎

五区第1300
号

上五島町漁
業協同組合

857-
4404

長崎県南松
浦郡新上五
島町青方郷
2273番地

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町飯ノ瀬戸郷ソーヅカ浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町飯ノ瀬戸郷青木浦西岸標識（松ケ枝鼻突端から北方海岸沿いに150メートルのとこ
ろ）
（北緯32度56分28秒,東経129度0分28秒）
2　同郡同町同郷青木黒崎南西端
（北緯32度56分13秒,東経129度0分50秒）
3　同郡同町同郷青木浦西岸岩標識
（北緯32度56分37秒,東経129度0分35秒）
4　同郡同町同郷青木浦東岸標識
（北緯32度56分20秒,東経129度0分58秒）
イ　1と2を結ぶ直線上1から60メートルのところ
（北緯32度56分27秒,東経129度0分30秒）
ロ　1と2を結ぶ直線上1から295メートルのところ
（北緯32度56分22秒,東経129度0分37秒）
ハ　3と4を結ぶ直線上3から355メートルのところ
（北緯32度56分30秒,東経129度0分45秒）
ニ　3と4を結ぶ直線上3から120メートルのところ
（北緯32度56分35秒,東経129度0分38秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分
については、直径20メートルの円形生簀5台の規模を超えてはならない。また、免許番号の
異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とす
る。）については、直径20メートルの円形生簀25台の規模を超えてはならない。ただし、経営
上必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が1,570平方メートル、移送分の生簀の総面
積が7,850平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、移送分を除き、2,000尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社宝生
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷835番地5

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

75
長
崎

五区第1306
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町若松郷上中島南浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町若松郷上中島南端標識
（北緯32度53分11秒,東経129度2分23秒）
2　同郡同町同郷上中島南浦東黒岩標識
（北緯32度53分14秒,東経129度2分29秒）
イ　1から176度30分70メートルのところ
（北緯32度53分9秒,東経129度2分24秒）
ロ　1から176度30分135メートルのところ
（北緯32度53分7秒,東経129度2分24秒）
ハ　2から176度30分190メートルのところ
（北緯32度53分8秒,東経129度2分30秒）
ニ　2から176度30分120メートルのところ
（北緯32度53分10秒,東経129度2分30秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が1,256平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、336尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社吉秀
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町桐古
里郷528-2

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

76
長
崎

五区第1307
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町桐古里郷深浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町桐古里郷深浦松崎海岸標識Ｂ
（北緯32度52分20秒,東経129度2分31秒）
2　同郡同町同郷深浦鼻南端築堤突端標識
（北緯32度52分20秒,東経129度2分27秒）
イ　1から137度50メートルのところ
（北緯32度52分19秒,東経129度2分32秒）
ロ　2から180度60メートルのところ
（北緯32度52分18秒,東経129度2分27秒）
ハ　2から174度150メートルのところ
（北緯32度52分15秒,東経129度2分28秒）
ニ　1から159度140メートルのところ
（北緯32度52分16秒,東経129度2分33秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が1,256平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、335尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社吉秀
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町桐古
里郷528-2

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

77
長
崎

五区第1302
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷加勢ノ浦地先

次の2、イ、ロ、ハの各点を順次結んで1に至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷宝崎小島東海岸標識
（北緯32度54分39秒,東経129度2分31秒）
2　同郡同町同郷宝崎鼻東端標識
（北緯32度54分24秒,東経129度2分48秒）
イ　1から40度155メートルのところ
（北緯32度54分43秒,東経129度2分35秒）
ロ　2から40度205メートルのところ
（北緯32度54分29秒,東経129度2分53秒）
ハ　2から40度50メートルのところ
（北緯32度54分25秒,東経129度2分49秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分
については、直径25メートルの円形生簀8台の規模を超えてはならない。また、免許番号の
異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とす
る。）については直径25メートルの円形生簀3台の規模を超えてはならない。ただし、経営上
必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が3,928平方メートル、移送分の生簀の総面積
が1,473平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、移送分を除き、1,000尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社橋口
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷40

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

78
長
崎

五区第1321
号

五島ふくえ
漁業協同組
合

853-
0007

長崎県五島
市福江町
1190番地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県五島市奥浦町忠太首地先

次の1、イ、ロ、ハ、3の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　五島市奥浦町川ノ鼻護岸畑前階段付根標識
（北緯32度45分20秒,東経128度49分59秒）
2　同市同町忠太首護岸排水溝標識
（北緯32度45分17秒,東経128度49分50秒）
3　同市同町慈恵院下海岸標識
（北緯32度45分11秒,東経128度49分46秒）
イ　1から180度150メートルのところ
（北緯32度45分15秒,東経128度49分59秒）
ロ　2から180度80メートルのところ
（北緯32度45分14秒,東経128度49分50秒）
ハ　2から180度190メートルのところ
（北緯32度45分11秒,東経128度49分50秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が3,850平方メートルを超えてはならない。
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎市大黒町９
－２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

79
長
崎

五区第1311
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷大平地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷大平立瀬南岸標識（大平立瀬から南方海岸沿いに120メート
ルのところ）
（北緯32度55分34秒,東経128度59分56秒）
2　同郡同町同郷大平初瀬標識
（北緯32度55分26秒,東経128度59分60秒）
イ　1から90度95メートルのところ
（北緯32度55分34秒,東経128度59分60秒）
ロ　1から90度180メートルのところ
（北緯32度55分34秒,東経129度0分3秒）
ハ　2から105度180メートルのところ
（北緯32度55分25秒,東経129度0分6秒）
ニ　2から118度100メートルのところ
（北緯32度55分25秒,東経129度0分3秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀8台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が2,512平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画漁
業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んではなら
ない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

有限会社吉秀
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町桐古
里郷528-2

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

80
長
崎

五区第1301
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷蔵小島西側地先

次のイ、ロ、ハ、二の各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町荒川郷蔵小島北西端標識
（北緯32度55分4秒,東経129度2分39秒）
2　同郡同町蔵小島南西端西側標識
（北緯32度54分57秒,東経129度2分35秒）
イ　1から295度210メートルのところ
（北緯32度55分7秒,東経129度2分32秒）
ロ　1から295度455メートルのところ
（北緯32度55分11秒,東経129度2分23秒）
ハ　2から285度445メートルのところ
（北緯32度55分0秒,東経129度2分18秒）
ニ　2から285度200メートルのところ
（北緯32度54分58秒,東経129度2分28秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分
については、直径20メートルの円形生簀6台の規模を超えてはならない。また、免許番号の
異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分とす
る。）については、直径20メートルの円形生簀18台の規模を超えてはならない。ただし、経営
上必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が1,884平方メートル、移送分の生簀の総面
積が5,652平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年あたりの天然種苗の活
込尾数は、移送分を除き、2,616尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社宝生
水産

長崎県南松浦郡
新上五島町若松
郷835-5

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

81
長
崎

五区第1310
号

若松町中央
漁業協同組
合

853-
2301

長崎県南松
浦郡新上五
島町若松郷
136番地34

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷小河原地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷小河原東側防波堤東端標識
（北緯32度55分20秒,東経129度0分23秒）
2　同郡同町同郷大平漁港東橋大岩標識
（北緯32度55分19秒,東経129度0分14秒）
イ　1から330度255メートルのところ
（北緯32度55分27秒,東経129度0分18秒）
ロ　1から330度420メートルのところ
（北緯32度55分32秒,東経129度0分15秒）
ハ　2から330度305メートルのところ
（北緯32度55分27秒,東経129度0分8秒）
ニ　2から330度140メートルのところ
（北緯32度55分23秒,東経129度0分11秒）

１．漁業権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生
簀は、直径30メートルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場
合は、生簀の総面積が2,828平方メートルを越えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数
を変更することは差し支えない。　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗
のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は、32,000尾を超えてはならない。　４．人工種苗
を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が出る等のやむ
を得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、知事が認めた
場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産株式
会社

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139-2

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

82

有限会社道丸
水産

長崎県対馬市豊
玉町嵯峨560-2

株式会社対馬
海洋牧場

長崎県対馬市美
津島町久須保
711-8

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

817-
1213

長崎県対馬
市豊玉町千
尋藻355番
地9

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

長
崎

対区第1300
号

豊玉町漁業
協同組合

令和10年
8月31日

1月1日
～
12月31日

令和5年
9月1日

～長崎県対馬市豊玉町唐洲椎島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、への各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町唐洲椎島防波堤曲角標識
（北緯34度21分9秒,東経129度15分52秒）
2　同市同町唐洲道下海岸標識
（北緯34度21分9秒,東経129度15分21秒）
3　同市同町唐洲道下海岸松の木下標識
（北緯34度21分10秒,東経129度15分24秒）
イ　1から227度130メートルのところ
（北緯34度21分6秒,東経129度15分48秒）
ロ　2から157度276メートルのところ
（北緯34度21分1秒,東経129度15分25秒）
ハ　2から157度90メートルのところ
（北緯34度21分6秒,東経129度15分22秒）
ニ　3から157度100メートルのところ
（北緯34度21分7秒,東経129度15分25秒）
ホ　3から157度62メートルのところ
（北緯34度21分8秒,東経129度15分25秒）
ヘ　1から300度220メートルのところ
（北緯34度21分12秒,東経129度15分44秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径40
メートルの円形生簀3台、直径30メートルの円形生簀6台、直径20メートルの円形生簀7台の
規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が10,208平方メート
ルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、3,547尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

83
長
崎

対区第1301
号

豊玉町漁業
協同組合

817-
1213

長崎県対馬
市豊玉町千
尋藻355番
地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市豊玉町唐洲ナガサキ鼻地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町唐洲字見元嶋神社下鼻標識
（北緯34度21分41秒,東経129度15分14秒）
2　同市同町字妙見妙見浦最終電柱標識
（北緯34度21分42秒,東経129度15分11秒）
3　同市同町廻シロ瀬北鼻北端
（北緯34度21分45秒,東経129度14分42秒）
4　同市同町唐洲オトミョウ崎北端標識
（北緯34度21分28秒,東経129度15分4秒）
イ　1と3を結ぶ直線上1から120メートルのところ
（北緯34度21分41秒,東経129度15分10秒）
ロ　1と3を結ぶ直線上1から220メートルのところ
（北緯34度21分42秒,東経129度15分6秒）
ハ　1から265度240メートルのところ
（北緯34度21分40秒,東経129度15分5秒）
ニ　2と4を結ぶ直線上2から100メートルのところ
（北緯34度21分39秒,東経129度15分9秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀1台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が314平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画
漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んでは
ならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社対馬
海洋牧場

長崎県対馬市美
津島町久須保
711-8

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

84
長
崎

対区第1302
号

豊玉町漁業
協同組合

817-
1213

長崎県対馬
市豊玉町千
尋藻355番
地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市豊玉町唐洲ナガサキ鼻地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町唐洲妙見元嶋神社下鼻標識
（北緯34度21分41秒,東経129度15分14秒）
2　同市同町廻シロ瀬北鼻北端
（北緯34度21分45秒,東経129度14分42秒）
イ　1と2を結ぶ直線上1から220メートルのところ
（北緯34度21分42秒,東経129度15分6秒）
ロ　1と2を結ぶ直線上1から320メートルのところ
（北緯34度21分42秒,東経129度15分2秒）
ハ　1から268度340メートルのところ
（北緯34度21分40秒,東経129度15分1秒）
ニ　1から265度240メートルのところ
（北緯34度21分40秒,東経129度15分5秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀1台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が314平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画漁
業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んではなら
ない。　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に
支障が出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判
断され、知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社対馬
海洋牧場

長崎県対馬市美
津島町久須保
711-8

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

85
長
崎

対区第1303
号

豊玉町漁業
協同組合

817-
1213

長崎県対馬
市豊玉町千
尋藻355番
地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市豊玉町小綱中の島地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んだ各直線と1から2に至る最高高潮時海岸線によって囲まれ
た区域

1　対馬市豊玉町小綱中の島北端
（北緯34度25分31秒,東経129度15分57秒）
2　同市同町小綱榎島北東端
（北緯34度25分18秒,東経129度16分9秒）
イ　1から75度80メートルのところ
（北緯34度25分32秒,東経129度16分0秒）
ロ　2から90度50メートルのところ
（北緯34度25分18秒,東経129度16分11秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径30メー
トルの円形生簀7台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が4,949平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画
漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んでは
ならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．イ、ロの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社対馬
海洋牧場

長崎県対馬市美
津島町久須保
711-8

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

86
長
崎

対区第1304
号

美津島町漁
業協同組合

817-
0324

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町鴨居瀬沖ノ島地先

次の1、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、3の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町鴨居瀬沖ノ島南東端標識
（北緯34度19分48秒,東経129度22分49秒）
2　同市同町鴨居瀬沖ノ島南端標識
（北緯34度19分48秒,東経129度22分47秒）
3　同市同町鴨居瀬沖ノ島西端標識
（北緯34度19分49秒,東経129度22分45秒）
4　同市同町鴨居瀬小船越畠浦キモエリ畠鼻東端標識
（北緯34度19分38秒,東経129度22分37秒）
イ　1から180度50メートルのところ
（北緯34度19分47秒,東経129度22分49秒）
ロ　1から122度90メートルのところ
（北緯34度19分47秒,東経129度22分52秒）
ハ　1から162度250メートルのところ
（北緯34度19分41秒,東経129度22分52秒）
ニ　1から180度250メートルのところ
（北緯34度19分40秒,東経129度22分49秒）
ホ　2から180度180メートルのところ
（北緯34度19分42秒,東経129度22分47秒）
ヘ　1から231度190メートルのところ
（北緯34度19分44秒,東経129度22分43秒）
ト　3と4を結ぶ直線上3から80メートルのところ
（北緯34度19分46秒,東経129度22分44秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀10台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総
面積が3,140平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、1,608尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

個人 - 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

87
長
崎

対区第1305
号

美津島町漁
業協同組合

817-
0324

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町鴨居瀬島ノ壇島北西岸地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域
1　対馬市美津島町鴨居瀬鏡山島南端標識
（北緯34度19分44秒,東経129度23分18秒）
2　同市同町鴨居瀬島ノ壇島西端標識
（北緯34度19分40秒,東経129度23分12秒）
イ　1から270度270メートルのところ
（北緯34度19分44秒,東経129度23分7秒）
ロ　1から270度385メートルのところ
（北緯34度19分44秒,東経129度23分2秒）
ハ　2から270度240メートルのところ
（北緯34度19分40秒,東経129度23分3秒）
ニ　2から270度130メートルのところ
（北緯34度19分40秒,東経129度23分7秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20
メートルの円形生簀3台、直径15メートルの円形生簀3台の規模を超えてはならない。ただ
し、経営上必要な場合は、生簀の総面積が1,473平方メートルを超えない範囲内で、生簀の
形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、755尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

個人 - 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

88
長
崎

対区第1306
号

美津島町漁
業協同組合

817-
0324

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町犬吠元犬吠鼻地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町犬吠かげひら鼻南東標識
（北緯34度18分41秒,東経129度22分14秒）
2　同市同町犬吠防波堤標識
（北緯34度18分36秒,東経129度22分1秒）
イ　1から102度40メートルのところ
（北緯34度18分41秒,東経129度22分16秒）
ロ　1から102度170メートルのところ
（北緯34度18分40秒,東経129度22分21秒）
ハ　2から95度500メートルのところ
（北緯34度18分34秒,東経129度22分21秒）
ニ　2から95度200メートルのところ
（北緯34度18分35秒,東経129度22分9秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀7台、10メートル×10メートルの方形生簀2台の規模を超えてはならない。た
だし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が2,398平方メートルを超えない範囲内で、生簀
の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、743尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
　５．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　幸心 長崎県対馬市美
津島町犬吠140
番地ト

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

89
長
崎

対区第1307
号

美津島町漁
業協同組合

817-
0324

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町大船越ぼっぼんな浦地先

次の1、イ、ロ、3、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町大船越ぼっぼんな鼻東端標識
（北緯34度17分29秒,東経129度20分58秒）
2　同市同町大船越ぼっぼんな浦南鼻北端標識
（北緯34度17分34秒,東経129度20分55秒）
3　同市同町大船越ぼっぼんな浦北鼻東端標識
（北緯34度17分37秒,東経129度20分54秒）
4　同市同町大船越須保北風瀬西鼻突端標識
（北緯34度17分34秒,東経129度21分4秒）
イ　1から63度60メートルのところ
（北緯34度17分30秒,東経129度21分1秒）
ロ　3と4を結ぶ直線上3から150メートルのところ
（北緯34度17分36秒,東経129度20分59秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20
メートルの円形生簀5台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が1,570平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更するこ
とは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、2,000尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　大部
水産

長崎県対馬市美
津島町大船越
686番地

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

90
長
崎

対区第1308
号

美津島町漁
業協同組合

817-
0324

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町尾崎ハチノシリ地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町尾崎クロバエ護岸突端標識
（北緯34度18分6秒,東経129度13分24秒）
2　同市同町尾崎ハチノシリ護岸標識
（北緯34度17分52秒,東経129度13分21秒）
イ　1から82度15メートルのところ
（北緯34度18分6秒,東経129度13分25秒）
ロ　1から82度430メートルのところ
（北緯34度18分8秒,東経129度13分40秒）
ハ　2から105度200メートルのところ
（北緯34度17分51秒,東経129度13分28秒）
ニ　2から105度106メートルのところ
（北緯34度17分51秒,東経129度13分25秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径30
メートルの円形生簀17台、12メートル×12メートルの方形生簀2台、10メートル×10メートル
の方形生簀1台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
12,407平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、6,000尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
　５．ロ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

東洋冷蔵フード
＆ロジスティクス
株式会社

静岡県静岡市清
水区島崎町161
番地13

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

91
長
崎

対区第1309
号

美津島町漁
業協同組合

817-
0324

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町尾崎土寄崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町尾崎土寄崎東岸Ａ標識（北端から南方海岸沿いに75メートルのところ）
（北緯34度18分28秒,東経129度13分35秒）
2　同市同町尾崎横道角大岩標識
（北緯34度18分6秒,東経129度13分24秒）
イ　1から107度280メートルのところ
（北緯34度18分26秒,東経129度13分45秒）
ロ　2から80度410メートルのところ
（北緯34度18分8秒,東経129度13分40秒）
ハ　2から80度515メートルのところ
（北緯34度18分9秒,東経129度13分44秒）
ニ　1から107度520メートルのところ
（北緯34度18分23秒,東経129度13分54秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、25メートル
×25メートルの方形生簀2台、25メートル×35メートルの方形生簀2台、35メートル×40メート
ルの方形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積
が8,600平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、9,800尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

金子産業株式
会社

長崎県長崎市大
黒町９番22号

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

92

株式会社　西山
水産

長崎県対馬市美
津島町尾崎517
番地2

株式会社　藤崎
水産

長崎県対馬市美
津島町尾崎437
番地1

株式会社海生
水産

長崎県対馬市美
津島町尾崎343
番地10

株式会社　ナカ
オ

長崎県対馬市美
津島町尾崎135
番地

株式会社　藤水
産

長崎県対馬市美
津島町尾崎321
番地5

財部水産株式
会社

長崎県対馬市美
津島町尾崎149
番地

株式会社多良
水産

長崎県対馬市美
津島町尾崎33番
地

西南水産株式
会社

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139-2

93
長
崎

対区第1311
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町竹敷鼠島地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷鼠島西端大岩標識
（北緯34度18分58秒,東経129度17分55秒）
2　同市同町竹敷鼠島西岸標識Ｄ(鼠島灯台から南西方海岸沿いに55メートルのところ)
（北緯34度19分3秒,東経129度18分5秒）
イ　1から325度50メートルのところ
（北緯34度18分59秒,東経129度17分54秒）
ロ　1から325度200メートルのところ
（北緯34度19分3秒,東経129度17分50秒）
ハ　2から293度30分220メートルのところ
（北緯34度19分6秒,東経129度17分57秒）
ニ　2から293度30分45メートルのところ
（北緯34度19分4秒,東経129度18分3秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25メー
トルの円形生簀1台、直径20メートルの円形生簀5台、直径15メートルの円形生簀2台、16
メートル×16メートルの方形生簀2台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が2,926平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、1,200尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　日高
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦１
２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

長
崎

長崎県対馬
市美津島町
久須保711
番地10

817-
0324

美津島町漁
業協同組合

対区第1310
号

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

令和10年
8月31日

～令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径40メー
トルの円形生簀3台、直径30メートルの円形生簀4台、直径25メートルの円形生簀1台、直径
20メートルの円形生簀107台、直径15メートルの円形生簀7台、15メートル×15メートルの方
形生簀3台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が
42,599平方メートルを越えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し
支えない。
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗の活
込尾数は、27,834尾を超えてはならない。
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない
５．ハ、ニ、ホの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

長崎県対馬市美津島町尾崎漁港防波堤地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町尾崎尾崎船揚場東岸護岸標識（護岸南端から北方護岸沿いに35メートルの
ところ）
（北緯34度18分44秒,東経129度13分32秒）
2　同市同町尾崎土寄崎東岸A標識（北端から南方海岸沿いに75メートルのところ）
（北緯34度18分28秒,東経129度13分35秒）
イ　1から70度270メートルのところ
（北緯34度18分47秒,東経129度13分43秒）
ロ　2から107度60メートルのところ
（北緯34度18分28秒,東経129度13分37秒）
ハ　2から107度520メートルのところ
（北緯34度18分23秒,東経129度13分54秒）
ニ　2から87度720メートルのところ
（北緯34度18分27秒,東経129度14分1秒）
ホ　1から70度850メートルのところ
（北緯34度18分53秒,東経129度14分3秒）

1月1日
～
12月31日

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

94
長
崎

対区第1315
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町島山アカハゲ地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町黒崎島うのとり瀬北側標識A
（北緯34度18分8秒,東経129度19分12秒）
2　同市同町黒崎島うのとり瀬北側標識B
（北緯34度18分12秒,東経129度19分20秒）
イ　1から326度43メートルのところ
（北緯34度18分9秒,東経129度19分11秒）
ロ　1から326度306メートルのところ
（北緯34度18分16秒,東経129度19分5秒）
ハ　2から336度258メートルのところ
（北緯34度18分20秒,東経129度19分15秒）
ニ　2から336度230メートルのところ
（北緯34度18分19秒,東経129度19分16秒）
ホ　2から1度250メートルのところ
（北緯34度18分20秒,東経129度19分20秒）
ヘ　2から34度120メートルのところ
（北緯34度18分15秒,東経129度19分22秒）
ト　2から336度10メートルのところ
（北緯34度18分13秒,東経129度19分19秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径25メートルの円形生簀3
台、直径20メートルの円形生簀11台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が4,926平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。　４．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗の
うち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、2,220尾を超えてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　黒岩
水産

長崎県対馬市美
津島町竹敷３０１

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

95
長
崎

対区第1313
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町島山平野浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山平野鼻標識Ａ
（北緯34度18分45秒,東経129度19分3秒）
2　同市同町島山通浦鼻標識Ｂ
（北緯34度18分42秒,東経129度19分13秒）
イ　1から223度125メートルのところ
（北緯34度18分42秒,東経129度18分59秒）
ロ　1から223度265メートルのところ
（北緯34度18分39秒,東経129度18分56秒）
ハ　2から223度490メートルのところ
（北緯34度18分30秒,東経129度19分0秒）
ニ　2から223度90メートルのところ
（北緯34度18分40秒,東経129度19分11秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25メー
トルの円形生簀8台、直径20メートルの円形生簀10台の規模を超えてはならない。ただし、経
営上必要な場合は、生簀の総面積が7,068平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、4,700尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．イ、ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　西倉
水産

長崎県対馬市美
津島町竹敷２１２
-１３

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

96
長
崎

対区第1316
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町竹敷ユリゴシ地先

次の1、イ、ニ、5の各点を順次結んだ直線、2、ロ、ハ、3を順次結んだ各直線および1から3、2から5に至る最高高潮時海岸線によって囲まれた区
域

1　対馬市美津島町竹敷唐茂北西標識
（北緯34度17分56秒,東経129度18分55秒）
2　同市同町竹敷頭切島南東端標識
（北緯34度17分59秒,東経129度19分1秒）
3　同市同町竹敷ユリゴシ一本松標識
（北緯34度17分53秒,東経129度19分5秒）
4　同市同町竹敷島山黒崎島赤はげ鼻南端
（北緯34度18分2秒,東経129度19分16秒）
5　同市同町竹敷頭切島北西端標識
（北緯34度18分1秒,東経129度18分57秒）
6　同市同町島山黒崎鳥うのとり瀬北側標識A
（北緯34度18分8秒,東経129度19分12秒）
イ　1から255度30メートルのところ
（北緯34度17分56秒,東経129度18分54秒）
ロ　2と6を結ぶ直線上2から40メートルのところ
（北緯34度17分60秒,東経129度19分2秒）
ハ　3と4を結ぶ直線上3から170メートルのところ
（北緯34度17分57秒,東経129度19分10秒）
ニ　5から275度70メートルのところ
（北緯34度18分1秒,東経129度18分54秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25
メートルの円形生簀2台、直径20メートルの円形生簀7台の規模を超えてはならない。ただ
し、経営上必要な場合は、生簀の総面積が3,180平方メートルを超えない範囲内で、生簀の
形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、1,894尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
　５．ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　黒岩
水産

長崎県対馬市美
津島町竹敷３０１

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

97
長
崎

対区第1317
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町竹敷小式崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷みそくれ鼻標識
（北緯34度18分30秒,東経129度18分36秒）
2　同市同町竹敷小式内鼻大石標識
（北緯34度18分29秒,東経129度18分26秒）
イ　1から30度50メートルのところ
（北緯34度18分31秒,東経129度18分37秒）
ロ　1から30度125メートルのところ
（北緯34度18分34秒,東経129度18分38秒）
ハ　2から15度368メートルのところ
（北緯34度18分41秒,東経129度18分30秒）
ニ　2から15度160メートルのところ
（北緯34度18分34秒,東経129度18分28秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗
分については、直径20メートルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。また、免許番号
の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、移送分と
する。）については、直径20メートルの円形生簀5台の規模を超えてはならない。ただし、経
営上必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が1,256平方メートル、移送分の生簀の総
面積が1,570平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、移送分を除き、500尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
　５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

マツムラ水産　
株式会社

長崎県対馬市美
津島町竹敷２７８

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

98
長
崎

対区第1318
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町竹敷千鳥島地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷深浦標識Ａ
（北緯34度18分21秒,東経129度17分54秒）
2　同市同町竹敷深浦標識Ｂ
（北緯34度18分30秒,東経129度17分54秒）
イ　1から34度620メートルのところ
（北緯34度18分37秒,東経129度18分7秒）
ロ　1から34度953メートルのところ
（北緯34度18分46秒,東経129度18分15秒）
ハ　2から28度30分720メートルのところ
（北緯34度18分50秒,東経129度18分7秒）
ニ　2から22度390メートルのところ
（北緯34度18分41秒,東経129度17分60秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径25メートルの円形生簀3
台、直径20メートルの円形生簀9台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が4,298平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。　４．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗の
うち、１年当たりの天然種苗の活込尾数は、3,000尾を超えてはならない。　５．イ、ロ、ハ、ニ
の各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

マツムラ水産　
株式会社

長崎県対馬市美
津島町竹敷２７８

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

99
長
崎

対区第1319
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町竹敷鼠島地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷鼠島南西岸標識Ａ
（北緯34度18分57秒,東経129度17分55秒）
2　同市同町竹敷鼠島南西岸標識Ｂ
（北緯34度18分51秒,東経129度17分58秒）
イ　1から260度60メートルのところ
（北緯34度18分56秒,東経129度17分53秒）
ロ　1から260度185メートルのところ
（北緯34度18分55秒,東経129度17分48秒）
ハ　2から233度220メートルのところ
（北緯34度18分46秒,東経129度17分51秒）
ニ　2から210度30分130メートルのところ
（北緯34度18分47秒,東経129度17分55秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25メー
トルの円形生簀4台、直径20メートルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経
営上必要な場合は、生簀の総面積が3,220平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、
規格又は台数を変更することは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、1,170尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．ロ、ハ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　日高
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦１
２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

100
長
崎

対区第1322
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町昼ケ浦大平浦地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町昼ケ浦大平浦東鼻標識Ａ
（北緯34度19分14秒,東経129度17分13秒）
2　同市同町昼ケ浦大平浦東鼻標識Ｂ
（北緯34度19分2秒,東経129度17分3秒）
3　同市同町昼ケ浦大平浦北東端
（北緯34度19分21秒,東経129度16分53秒）
イ　1から341度150メートルのところ
（北緯34度19分19秒,東経129度17分11秒）
ロ　3から44度190メートルのところ
（北緯34度19分26秒,東経129度16分58秒）
ハ　3から60度90メートルのところ
（北緯34度19分23秒,東経129度16分56秒）
ニ　3から97度30分180メートルのところ
（北緯34度19分21秒,東経129度16分60秒）
ホ　3から131度170メートルのところ
（北緯34度19分18秒,東経129度16分58秒）
ヘ　1から282度30分300メートルのところ
（北緯34度19分16秒,東経129度17分1秒）
ト　2から265度346メートルのところ
（北緯34度19分1秒,東経129度16分49秒）
チ　2から265度111メートルのところ
（北緯34度19分2秒,東経129度16分58秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25メー
トルの円形生簀2台、直径20メートルの円形生簀27台の規模を超えてはならない。また、免
許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以下、
移送分とする。）については、直径20メートルの円形生簀8台の規模を超えてはならない。た
だし、経営上必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が9,460平方メートル、移送分の生
簀の総面積が2,512平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更す
ることは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、4,000尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
　５．イ、ロ、ハ、トの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　栗屋
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦７
４

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

101
長
崎

対区第1323
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町昼ヶ浦有欄地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町昼ヶ浦有欄東岸標識Ａ
（北緯34度19分28秒,東経129度16分41秒）
2　同市同町昼ヶ浦有欄東岸標識Ｂ
（北緯34度19分33秒,東経129度16分42秒）
イ　1から161度30分100メートルのところ
（北緯34度19分25秒,東経129度16分42秒）
ロ　1から125度200メートルのところ
（北緯34度19分24秒,東経129度16分47秒）
ハ　1から117度310メートルのところ
（北緯34度19分24秒,東経129度16分52秒）
ニ　2から103度315メートルのところ
（北緯34度19分30秒,東経129度16分54秒）
ホ　2から103度70メートルのところ
（北緯34度19分32秒,東経129度16分45秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25
メートルの円形生簀2台、直径20メートルの円形生簀7台の規模を超えてはならない。また、
免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗（以
下、移送分とする。）については、直径20メートルの円形生簀7台の規模を超えてはならな
い。ただし、経営上必要な場合は、天然種苗分の生簀の総面積が3,180平方メートル、移送
分の生簀の総面積が2,198平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、1,500尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　日高
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦１
２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

102
長
崎

対区第1324
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町昼ヶ浦芋崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町昼ヶ浦芋崎東岸標識Ａ
（北緯34度19分21秒,東経129度16分1秒）
2　同市同町昼ヶ浦芋崎東岸標識Ｂ
（北緯34度19分37秒,東経129度16分2秒）
イ　1から73度80メートルのところ
（北緯34度19分22秒,東経129度16分4秒）
ロ　1から73度255メートルのところ
（北緯34度19分23秒,東経129度16分11秒）
ハ　2から73度235メートルのところ
（北緯34度19分39秒,東経129度16分11秒）
ニ　2から73度70メートルのところ
（北緯34度19分37秒,東経129度16分5秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径25
メートルの円形生簀1台、直径20メートルの円形生簀21台、18メートル×18メートルの方形生
簀１台、20メートル×20メートルの方形生簀1台の規模を超えてはならない。ただし、経営上
必要な場合は、生簀の総面積が7,809平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格
又は台数を変更することは差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活
込尾数は、3,200尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。
　５．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　栗屋
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦７
４

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

103
長
崎

対区第1320
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町黒瀬ロザキ崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町黒瀬ロザキ鼻中央標識
（北緯34度19分1秒,東経129度17分39秒）
2　同市同町黒瀬面天奈浦中野鼻南端
（北緯34度18分54秒,東経129度17分37秒）
イ　1から113度36メートルのところ
（北緯34度19分0秒,東経129度17分40秒）
ロ　1から113度185.3メートルのところ
（北緯34度18分58秒,東経129度17分46秒）
ハ　2から113度167.3メートルのところ
（北緯34度18分52秒,東経129度17分43秒）
ニ　2から113度20メートルのところ
（北緯34度18分54秒,東経129度17分38秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が3,000平方メートルを超えてはならない。　
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。　
４．ハの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　日高
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦１
２２

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

104
長
崎

対区第1321
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町黒瀬ロザキ崎地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町黒瀬ロザキ鼻南側標識
（北緯34度19分4秒,東経129度17分41秒）
2　同市同町黒瀬ロザキ鼻中央標識
（北緯34度19分1秒,東経129度17分39秒）
イ　1から27度30分90メートルのところ
（北緯34度19分7秒,東経129度17分42秒）
ロ　1から80度182.3メートルのところ
（北緯34度19分5秒,東経129度17分48秒）
ハ　2から113度185.3メートルのところ
（北緯34度18分58秒,東経129度17分46秒）
ニ　2から113度36メートルのところ
（北緯34度19分0秒,東経129度17分40秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が3,000平方メートルを超えてはならない。
　３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。
　４．ロの点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　栗屋
水産

長崎県対馬市美
津島町昼ケ浦７
４

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

105
長
崎

対区第1326
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町加志大島地先
次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域
1　対馬市美津島町加志大島西岸標識Ａ
（北緯34度17分59秒,東経129度13分51秒）
2　同市同町今里中瀬の鼻突端標識
（北緯34度17分52秒,東経129度13分40秒）
3　同市同町今里中瀬の鼻東岸標識C
（北緯34度17分50秒,東経129度13分45秒）
4　同市同町経島北端標識
（北緯34度17分47秒,東経129度13分54秒）
5　同市同町加志大島南岸標識
（北緯34度17分52秒,東経129度13分58秒）
イ　3から358度92メートルのところ
（北緯34度17分53秒,東経129度13分45秒）
ロ　1から286度251メートルのところ
（北緯34度18分1秒,東経129度13分42秒）
ハ　1から264度30分310メートルのところ
（北緯34度17分58秒,東経129度13分39秒）
ニ　1と2を結ぶ直線上1から320メートルのところ
（北緯34度17分53秒,東経129度13分41秒）
ホ　3から317度30分64メートルのところ
（北緯34度17分52秒,東経129度13分43秒）
ヘ　4と5を結ぶ直線上4から50メートルのところ
（北緯34度17分48秒,東経129度13分55秒）
ト　4と5を結ぶ直線上4から160メートルのところ
（北緯34度17分51秒,東経129度13分57秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径20メートルの円形生簀5
台、直径15メートルの円形生簀4台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合
は、生簀の総面積が2,277平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を
変更することは差し支えない。　４．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗の
うち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は、1,100尾を超えてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

個人 - 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

106
長
崎

対区第1328
号

上県町漁業
協同組合

817-
1511

長崎県対馬
市上県町鹿
見字京ヶ崎
13番3

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市上県町鹿見ハゲノ地先

次の1、イ、ロ、ハ、ニ、4、ホ、3、2の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市上県町鹿見竜神鼻南標識
（北緯34度31分15秒,東経129度18分45秒）
2　同市同町鹿見竜神鼻北東端標識
（北緯34度31分16秒,東経129度18分47秒）
3　同市同町鹿見ハゲノ突端標識
（北緯34度31分19秒,東経129度18分48秒）
4　同市同町鹿見ハゲノ北標識
（北緯34度31分22秒,東経129度18分49秒）
イ　1から270度40メートルのところ
（北緯34度31分15秒,東経129度18分44秒）
ロ　3から270度60メートルのところ
（北緯34度31分19秒,東経129度18分46秒）
ハ　3から270度70メートルのところ
（北緯34度31分19秒,東経129度18分45秒）
ニ　4から280度50メートルのところ
（北緯34度31分22秒,東経129度18分47秒）
ホ　3から270度20メートルのところ
（北緯34度31分19秒,東経129度18分47秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20
メートルの円形生簀3台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が942平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更すること
は差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、689尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社対海 長崎県対馬市上
県町樫滝1062

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

107
長
崎

対区第1314
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町島山蜂巣鼻地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町島山蜂巣鼻北端標識
（北緯34度18分25秒,東経129度19分16秒）
2　同市同町島山蜂巣鼻南端標識
（北緯34度18分21秒,東経129度19分17秒）
イ　1から260度207.5メートルのところ
（北緯34度18分24秒,東経129度19分8秒）
ロ　1から260度60メートルのところ
（北緯34度18分24秒,東経129度19分14秒）
ハ　2から260度50メートルのところ
（北緯34度18分21秒,東経129度19分15秒）
ニ　2から260度197.5メートルのところ
（北緯34度18分20秒,東経129度19分9秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀5台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が1,570平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは
差し支えない。　
３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、免許番号の異なる別の区画漁
業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた種苗を除き、天然種苗を活け込んではなら
ない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。　
５．イ、ニの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　西倉
水産

長崎県対馬市美
津島町竹敷２１２
-１３

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

108
長
崎

対区第1312
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町竹敷鼠島地先

次のイ、ロ、ハ、ニの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町竹敷鼠島東岸標識Ａ（鼠島北東端から南方海岸沿いに102メートルのところ）
（北緯34度19分0秒,東経129度18分6秒）
2　同市同町竹敷鼠島東岸標識Ｂ（1から南方海岸沿いに220メートルのところ）
（北緯34度18分53秒,東経129度18分4秒）
イ　1から121度70メートルのところ
（北緯34度18分59秒,東経129度18分8秒）
ロ　1から121度220メートルのところ
（北緯34度18分57秒,東経129度18分13秒）
ハ　2から121度180メートルのところ
（北緯34度18分50秒,東経129度18分10秒）
ニ　2から121度30メートルのところ
（北緯34度18分53秒,東経129度18分5秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面積
が3,150平方メートルを超えてはならない。　
３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。
　４．ロ、ハの各点に夜間標識灯を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社　西倉
水産

長崎県対馬市美
津島町竹敷２１２
-１３

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

109
長
崎

対区第1325
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町加志大島地先

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リの各点を順次結んでイに至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町加志大島西岸標識Ａ（北緯34度17分59秒,東経129度13分51秒）
2　同市同町加志大島西岸標識Ｂ（北緯34度17分58秒,東経129度13分51秒）
3　同市同町加志大島西岸標識C（北緯34度18分3秒,東経129度13分53秒）
4　同市同町尾崎土寄崎突端（北緯34度18分31秒,東経129度13分37秒）
5　同市同町加志大島北端標識（北緯34度18分4秒,東経129度13分57秒）
イ　2と4を結ぶ直線上2から40メートルのところ（北緯34度17分59秒,東経129度13分50秒）
ロ　1から235度150メートルのところ（北緯34度17分56秒,東経129度13分47秒）
ハ　1から306度30分237メートルのところ（北緯34度18分4秒,東経129度13分44秒）
ニ　2と4を結ぶ直線上2から310メートルのところ（北緯34度18分7秒,東経129度13分47秒）
ホ　3から352度292メートルのところ（北緯34度18分12秒,東経129度13分52秒）
ヘ　5から5度30分404メートルのところ（北緯34度18分17秒,東経129度13分58秒）
ト　5から18度275メートルのところ（北緯34度18分13秒,東経129度14分0秒）
チ　3から1度30分150メートルのところ（北緯34度18分8秒,東経129度13分53秒）
リ　2と4を結ぶ直線上2から160メートルのところ（北緯34度18分3秒,東経129度13分49秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　２．天然種苗と人工種苗を生簀によって明確に区別し、登録章・旗・印など
をもって識別できるようにしなければならない。　３．当該漁業権に係る漁場の区域において
設置する養殖の用に供する生簀は、天然種苗分については直径25メートルの円形生簀3
台、直径20メートルの円形生簀11台、直径15メートルの円形生簀1台の規模を超えてはなら
ない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面積が5,103平方メートルを超えない範囲内
で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　４．当該漁業権に係る区
画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込尾数は、3,495尾を超
えてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社上野
水産

長崎県対馬市美
津島町今里２１９

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

110
長
崎

対区第1327
号

美津島町西
海漁業協同
組合

817-
0511

長崎県対馬
市美津島町
竹敷4番地
220

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市美津島町今里鹿の島地先

次の1、イ、ロ、4の各点を順次結んだ各直線、2と3を結んだ直線及び1から2、3から4に至る各最
高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市美津島町今里鹿の島階段上標識（志賀神社鳥居から南方海岸沿いに12メートルのと
ころ）
（北緯34度17分54秒,東経129度13分37秒）
2　同市同町今里鹿の島南東端
（北緯34度17分54秒,東経129度13分38秒）
3　同市同町今里中瀬の鼻標識
（北緯34度17分52秒,東経129度13分40秒）
4　同市同町今里中瀬標識（基点3から南方海岸沿いに72メートルのところ）
（北緯34度17分50秒,東経129度13分39秒）
イ　1から210度50メートルのところ
（北緯34度17分53秒,東経129度13分36秒）
ロ　4から270度70メートルのところ
（北緯34度17分50秒,東経129度13分36秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、その総面
積が920平方メートルを超えてはならない。
　３．免許番号の異なる別の区画漁業権漁場から当該区画漁業権漁場に移動させた天然種
苗（移送分）を含め、天然種苗を活け込んではならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

個人 - 令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

111
長
崎

対区第1329
号

上県町漁業
協同組合

817-
1511

長崎県対馬
市上県町鹿
見字京ヶ崎
13番3

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市上県町犬ケ浦村口越地先

次の1、イ、ロ、2の各点を順次結んで1に至る各直線によって囲まれた区域

1　対馬市上県町犬ケ浦村口越西風鼻標識
（北緯34度32分13秒,東経129度19分20秒）
2　同市同町犬ケ浦村口越尾崎標識
（北緯34度32分9秒,東経129度19分27秒）
3　同市同町御園千鳥瀬鼻西端
（北緯34度32分22秒,東経129度19分39秒）
4　同市同町越高港御園島防波堤灯台
（北緯34度32分39秒,東経129度19分41秒）
イ　1と4を結ぶ直線上1から50メートルのところ
（北緯34度32分15秒,東経129度19分21秒）
ロ　2と3を結ぶ直線上2から50メートルのところ
（北緯34度32分10秒,東経129度19分28秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。　
２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径20メー
トルの円形生簀3台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の総面
積が942平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更することは差
し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、689尾を超えてはならない。　
４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社対海 長崎県対馬市上
県町樫滝1062

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

112
長
崎

対区第1800
号

豊玉町漁業
協同組合

817-
1213

長崎県対馬
市豊玉町千
尋藻355番
地9

第1種
くろまぐろ小
割式養殖業

1月1日
～
12月31日

長崎県対馬市豊玉町小綱水が浦地先

次の1、2、3、4の各点を順次結んだ各直線と最高高潮時海岸線によって囲まれた区域

1　対馬市豊玉町小綱弓が浦下南鼻標識
（北緯34度25分30秒,東経129度16分14秒）
2　同市同町小綱弓が浦下ノ瀬西端標識
（北緯34度25分29秒,東経129度16分11秒）
3　同市同町小綱水が浦とび瀬南端
（北緯34度25分19秒,東経129度16分20秒）
4　同市同町小綱水が浦南鼻突端標識
（北緯34度25分19秒,東経129度16分22秒）

１．免許権者は、外国漁船により漁獲されたくろまぐろを養殖用種苗としないことを誓約する
書面を当該漁業を営む者に提出させ、これに反した場合は、その者の行使を停止させなけ
ればならない。
　２．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する生簀は、直径30
メートルの円形生簀2台の規模を超えてはならない。ただし、経営上必要な場合は、生簀の
総面積が1,413平方メートルを超えない範囲内で、生簀の形状、規格又は台数を変更するこ
とは差し支えない。
　３．当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の
活込尾数は、500尾を超えてはならない。
　４．人工種苗を活込んではならない。ただし、天然種苗が確保できず、かつ、経営に支障が
出る等のやむを得ない理由があり、生簀によって天然種苗と明確に区別できると判断され、
知事が認めた場合はこの限りではない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

株式会社対馬
海洋牧場

長崎県対馬市美
津島町久須保
711-8

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

113
熊
本
県

天区第402号 天草漁業協
同組合

863-
0021

熊本県天草
市港町10番
19号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　天草市新和町地先
漁場の区域　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域
ア　北緯３２度２２分４．６秒、東経１３０度１４分５２．７秒
イ　北緯３２度２０分１８．４秒、東経１３０度１３分３８．６秒
ウ　北緯３２度２０分３２．６秒、東経１３０度１３分１０．３秒
エ　北緯３２度２１分４３．４秒、東経１３０度１３分５９．７秒
オ　北緯３２度２１分３８．３秒、東経１３０度１４分９．９秒
カ　北緯３２度２２分１３．７秒、東経１３０度１４分３４．６秒

(１)　漁場区域の外縁に昼夜間視認できる標識を設置しなければならない。
(２)　生け簀毎に生け簀番号を記した標識を設置しなければならない。
(３)　生け簀番号毎の飼育尾数を毎月記録し、１年分を翌年２月末日までに県に報告しなけ
ればならない。 
(４)　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規
模を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が１２６，６２０平方メートルを超えない範囲
内で、生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：長円形
規格：長径５８メートル及び短径５２メートル
台数：５２台

令和5年
9月1日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

114
熊
本
県

天区第403号 栖本漁業協
同組合

861-
6305

熊本県天草
市栖本町湯
船原846番
地

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　天草市栖本町白戸地先
漁場の区域　次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１５号（天草市下浦町と同市栖本町との海岸における境界（船瀬
鼻南端））
ア　基点１と天草市栖本町栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ６
０度・１，５９５メートルのところ
イ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ７１度・１，７３５
メートルのところ
ウ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ１１１度４５分・９
００メートルのところ　
　　
エ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ９９度３０分・５８
５メートルのところ

(１)　漁場区域の外縁に昼夜間視認できる標識を設置しなければならない。
(２)　生け簀毎に生け簀番号を記した標識を設置しなければならない。
(３)　生け簀番号毎の飼育尾数を毎月記録し、１年分を翌年２月末日までに県に報告しなけ
ればならない。 
(４)　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規
模を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が１９，６２５平方メートルを超えない範囲内
で、生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形
規格：直径５０メートル
台数：１０台
(５) 当該漁業権に係る区画漁業で種苗の活込みに用いられる養殖用種苗は、人工種苗で
なくてはならない。

令和5年
9月1日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え

115
熊
本
県

天区第404号 栖本漁業協
同組合

861-
6305

熊本県天草
市栖本町湯
船原846番
地

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置　天草市栖本町白戸地先
漁場の区域　次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１５号（天草市下浦町と同市栖本町との海岸における境界（船瀬
鼻南端））
ア　基点１と天草市栖本町栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ３
７度・１，５３５メートルのところ
イ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ５０度・１，５４５
メートルのところ
ウ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ６２度３０分・６２
０メートルのところ　
　　
エ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から基点１を基点として右へ２９度・５９５メー
トルのところ

(１)　漁場区域の外縁に昼夜間視認できる標識を設置しなければならない。
(２)　生け簀毎に生け簀番号を記した標識を設置しなければならない。 
(３)　生け簀番号毎の飼育尾数を毎月記録し、１年分を翌年２月末日までに県に報告しなけ
ればならない。
(４)　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規
模を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が１５，７００平方メートルを超えない範囲内
で、生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形
規格：直径５０メートル
台数：８台
(５) 当該漁業権に係る区画漁業で種苗の活込みに用いられる養殖用種苗は、人工種苗で
なくてはならない。

令和5年
9月1日

令和５年
９月１日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年9月1
日漁業権一
斉切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

116
大
分
県

区第2834号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第1種区画
漁業　くろま
ぐ小割式養
殖業

1月1日
～
12月31日

漁場の位置
津久見市大字四浦の地先

漁場の区域
基点第373号､ イ及び基点第1061号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線から100
メートルの線とによって囲まれた区域
イ　  基点第373号と津久見市大字四浦字白小島とを結んだ直線と、基点第1061号から79度の
線との交点
基点第373号　津久見市大字四浦34番地の８（観音埼内鼻）の標識
起点第1061号　津久見市大字四浦字黒ばえ286番地の標識

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。
2　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が２１，６００平方メートルを超えない範囲内
で、生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：長方形、規格：３０ﾒｰﾄﾙ×４０ﾒｰﾄﾙ、台数：２台
形状：長方形、規格：４０ﾒｰﾄﾙ×６０ﾒｰﾄﾙ、台数：８台
3　天然種苗と人工種苗を同一の養殖生簀で養殖しないこと。ただし、天然種苗と人工種苗
を明確に識別できる場合はこの限りでない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）兵殖 〒879-2412

大分県津久見市
高洲町3824番地
の71

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

117
大
分
県

区第2841号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
津久見市大字四浦字田ノ浦の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第1205号から293度582メートルの点
ロ　基点第1205号から261度544メートルの点
ハ　基点第1205号から251度256メートルの点
ニ　基点第1205号から310度321メートルの点
基点第１２０５号　津久見市大字四浦字田ノ浦四浦漁港田ノ浦西防波堤の突端

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が９，０３４平方ﾒｰﾄﾙを超えない範囲内で、生
け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：円形、規格：直径３０ﾒｰﾄﾙ、台数：３台
形状：円形、規格：直径２０ﾒｰﾄﾙ、台数：１台
形状：長方形、規格：８０ﾒｰﾄﾙ×４０ﾒｰﾄﾙ、台数：２台
形状：正方形、規格：１０ﾒｰﾄﾙ×１０ﾒｰﾄﾙ、台数：２台

3　当該漁業権に係る漁場の区域において天然種苗の活込みを行ってはならない。なお、
「天然種苗の活込み」とは、天然から採捕したくろまぐろを、初めて区画漁業権の設定された
海面の養殖の用に供する施設に投入することをいう。

4　天然種苗と人工種苗を同一の養殖生簀で養殖しないこと。ただし、天然種苗と人工種苗
を明確に識別できる場合はこの限りでない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（有）豊洋水産 〒876-0854

大分県佐伯市中
村南町9-7

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

118
大
分
県

区3231号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市上浦大字最勝海浦の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第848号から164度823メートルの点
ロ　基点第848号から170度1,309メートルの点
ハ　基点第848号から211度1,492メートルの点
ニ　基点第848号から225度1,091メートルの点
基点第８４８号　佐伯市上浦大字最勝海浦字敷場４９２８番地３の標識

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生簀の総面積が５０，５８０平方メートルを超えない範囲内で、
生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：長方形　規格：８０メートル×４８メートル　台数：１２台
形状：長方形　規格：５０メートル×３０メートル　台数：　３台

3　当該漁業権に係る漁場の区域において天然種苗の活込みを行ってはならない。なお、
「天然種苗の活込み」とは、天然から採捕したくろまぐろを、初めて区画漁業権の設定された
海面の養殖の用に供する施設に投入することをいう。

4　天然種苗と人工種苗を同一の養殖生簀で養殖してはならない。ただし、天然種苗と人工
種苗を明確に識別できる場合はこの限りでない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロAQUA

〒891-1401

鹿児島県鹿児島
市黒神町2587-
43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

119
大
分
県

区3238号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市上浦大字最勝海浦の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ、ホ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第143号から98度889メートルの点
ロ　基点第143号から122度1,046メートルの点
ハ　基点第143号から146度977メートルの点
ニ　基点第143号から169度967メートルの点
ホ　基点第143号から144度307メートルの点
基点第１４３号　佐伯市上浦大字最勝海浦字塩屋ヶ浦３５４９番地１の地先の岩の標識（唐船
鼻）

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

120
大
分
県

区3239号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市上浦大字最勝海浦の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第143号から162度265メートルの点
ロ　基点第143号から基点第1145号見通し線上950メートルの点
ハ　基点第143号から214度1,140メートルの点
ニ　基点第143号から249度660メートルの点
基点第１４３号　佐伯市上浦大字最勝海浦字塩屋ヶ浦３５４９番地１の地先の岩の標識（唐船
鼻）
基点第１１４５号　佐伯市大字荒網代浦竹ヶ島灯台

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が５６，５９５平方ﾒｰﾄﾙを超えない範囲内で、
生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。
形状：長方形、規格：３８．５ﾒｰﾄﾙ×４２ﾒｰﾄﾙ、台数：３５台

3　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗の活
込尾数は、１７９尾を超えてはならない。なお、「天然種苗の活込尾数」とは、天然から採捕し
たくろまぐろを、初めて区画漁業権の設定された海面の養殖の用に供する施設に投入した
時の、当該くろまぐろの尾数をいう。

4　天然種苗と人工種苗を同一の養殖生簀で養殖しないこと。ただし、天然種苗と人工種苗
を明確に識別できる場合はこの限りでない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

121
大
分
県

区3241号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市上浦大字最勝海浦の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ､ホ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第1289号から293度1,105メートルの点
ロ　基点第1289号から322度1,007メートルの点
ハ　基点第1289号から324度589メートルの点
ニ　基点第1289号から274度809メートルの点
ホ　基点第1289号から286度1,064メートルの点
基点第１２８９号　佐伯市上浦大字最勝海浦蒲戸崎の標識

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る区画漁業で養殖されるくろまぐろは、区第3231号、区第3238号又は区
第3239号に係る区画漁業で養殖の用に供される施設から移送されたものでなければならな
い。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株）

（株）マルハニチ
ロAQUA

〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

〒891-1401

鹿児島県鹿児島
市黒神町2587-
43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

区第3231
号、区第
3238号又は
区第3239号
の漁場で赤
潮が発生し
た場合の避
難用漁場。

122
大
分
県

区第3836号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市鶴見大字有明浦の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ､ホ､ヘ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第1268号から233度8分15メートルの点
ロ　基点第1268号から210度39分94メートルの点
ハ　基点第1268号から142度18分169メートルの点
ニ　基点第1268号から94度5分144メートルの点
ホ　基点第1268号から57度40分32メートルの点
ヘ　基点第1268号から138度11分19メートルの点
基点第1268号　佐伯市鶴見大字有明浦有明漁港鮪浦北側防波堤突端の標識

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

臨海研究(株) 〒876-1204

大分県佐伯市
鶴見大字有明浦
508番地8

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

123
大
分
県

区4131号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市鶴見大字大島の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ、ホ、ヘ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第1211号から305度1,255メートルの点
ロ　基点第1211号から319度20分1,218メートルの点
ハ　基点第1211号から322度05分473メートルの点
ニ　基点第1211号から302度20分482メートルの点
ホ　基点第1211号から307度714メートルの点
ヘ　基点第1211号から300度736メートルの点
基点第１２１１号　佐伯市鶴見大字大島字船隠防波堤赤灯台（豊後大島港船隠防波堤灯台）

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。ただし、生け簀の総面積が１３，７３８平方ﾒｰﾄﾙを超えない範囲内で、
生け簀の形状、規格又は台数を変更することは差し支えない。　
形状：円形、規格：直径２５ﾒｰﾄﾙ、台数：２８台

3　当該区画漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、１年当たりの天然種苗
の活込尾数は、合計で２，５６８尾を超えてはならない。なお、「天然種苗の活込尾数」とは、
天然から採捕したくろまぐろを、初めて区画漁業権の設定された海面の養殖の用に供する施
設に投入した時の、当該くろまぐろの尾数をいう。

4　天然種苗と人工種苗を同一の養殖生簀で養殖しないこと。ただし、天然種苗と人工種苗
を明確に識別できる場合はこの限りでない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（有）松水 〒876-1202

大分県佐伯市鶴
見大字地松浦
206番地25

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

124
大
分
県

区第4133号 大分県漁業
協同組合

870-
0021

大分県大分
市府内町3
丁目5番7号

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
佐伯市鶴見大字大島の地先
漁場の区域
イ､ロ､ハ､ニ及びイの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域
イ　基点第1211号から300度736メートルの点
ロ　基点第1211号から307度714メートルの点
ハ　基点第1211号から302度482メートルの点
ニ　基点第1211号から287度525メートルの点
基点第1211号　佐伯市鶴見大字大島字船隠防波堤赤灯台（豊後大島港船隠防波堤灯台）

1　海上交通の安全確保のため、養殖筏等の流出及び移動を防止し、並びに設置場所を表
示する海上標識用灯火を設置すること。

2　当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（有）松水 〒876-1202

大分県佐伯市鶴
見大字地松浦
206番地25

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

125
宮
崎
県

区第5号
(管理番号：
5-4マ号)

島浦町漁業
協同組合

882-
0096

宮崎県延岡
市島浦町
874番地1

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
 次の点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域
 ア　基点第112号から323度24分664メートルの点
 イ　基点第112号から247度36分835メートルの点
 ウ　基点第112号から230度36分690メートルの点
 エ　基点第112号から338度24分398メートルの点
 基点第112号の位置は次のとおり
 基点第112号　延岡市島浦町島野浦港墓ヶ谷外防波堤外端灯台
    世界測地系  北緯32度40分 8.100秒,東経131度48分26.590秒
    日本測地系  北緯32度39分55.812秒,東経131度48分35.314秒

常に海洋環境の保全に配慮し、漁場区域内を効率的に利用しなければならない。
１．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。
　　ただし、生け簀の総面積が4,800平方メートルを超えない範囲内で、生け簀の形状、規格
又は台数を変更することは差し支えない。
形状：方形
規格：30メートル×40メートル
台数：4台

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）兵殖 〒879-2412

大分県津久見市
高洲町3824番地
の71

令和５年
9月1日
漁業権一斉
切替え

126
宮
崎
県

区第5号（管
理番号：5-1
マ号）

島浦町漁業
協同組合

882-
0096

宮崎県延岡
市島浦町
874番地1

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
次の基点第104号、点ア、イ及び基点第105号の各点を順次に直線で結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
 基点第104号　延岡市島浦町上の鼻西端
 ア　基点第104号から330度300メートルの点
 イ　基点第105号から  0度300メートルの点
 基点第105号　延岡市島浦町高松の鼻西端
 基点第104号及び基点第105号の位置は次のとおり
 基点第104号　延岡市島浦町上の鼻西端
 　 世界測地系　北緯32度40分12.523秒,東経131度48分31.043秒
    日本測地系　北緯32度40分0.236秒,東経131度48分39.768秒
 基点第105号　延岡市島浦町高松の鼻西端
    世界測地系  北緯32度40分26.328秒,東経131度49分 3.247秒
    日本測地系  北緯32度40分14.041秒,東経131度49分11.975秒

常に海洋環境の保全に配慮し、漁場区域内を効率的に利用しなければならない。
１．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。
   ただし、生け簀の総面積が900平方メートルを超えない範囲内で、生け簀の形状、規格又
は台数を変更することは差し支えない。
形状：方形
規格：15メートル×15メートル
台数：4台
２．当該漁業権に係る漁場の区画において移送も含めた天然種苗の活込みを行ってはなら
ない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

(株)マルハニチ
ロAQUA

〒891-1401

鹿児島県鹿児島
市黒神町2587-
43

令和５年
9月1日
漁業権一斉
切替え

127
宮
崎
県

区第5号（管
理番号：5-2
マ号）

島浦町漁業
協同組合

882-
0096

宮崎県延岡
市島浦町
874番地1

第１種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
次の基点第105号、点ア、イ、ウ、基点第107号及び基点第1 06号の各点を順次に直線で結んだ
線と最大高潮時海岸線と  によって囲まれた区域
 基点第105号　延岡市島浦町高松の鼻西端
 ア　基点第105号から0度266メートルの点
 イ　基点第106号から0度401メートルの点
 ウ　基点第107号から0度599メートルの点
 基点第107号　延岡市島浦町野坂水道尻岩
 基点第106号  延岡市島浦町焼尾の北端
 基点第106号及び基点第107号の位置は次のとおり
 基点第106号  延岡市島浦町焼尾の北端
　　世界測地系　北緯32度40秒20.115秒,東経131度49分19.244秒
  　日本測地系　北緯32度40分 7.826秒,東経131度49分27.973秒
基点第107号　延岡市島浦町野坂水道尻岩
　  世界測地系　北緯32度40分 6.011秒,東経131度49分51.578秒
　  日本測地系  北緯32度39分53.720秒,東経131度50分 0.309秒

常に海洋環境の保全に配慮し、漁場区域内を効率的に利用しなければならない。
１．当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は、以下の規模
を超えてはならない。
　　ただし、生け簀の総面積が4,500平方メートルを超えない範囲内で、生け簀の形状、規格
又は台数を変更することは差し支えない。
形状：方形
規格：30メートル×30メートル、15メートル×15メートル
台数：30メートル角4台、15メートル角4台
２．当該漁業権に係る漁場の区画において移送も含めた天然種苗の活込みを行ってはなら
ない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

(株)マルハニチ
ロAQUA

〒891-1401

鹿児島県鹿児島
市黒神町2587-
43

令和５年
9月1日
漁業権一斉
切替え

128

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
43号

甑島漁業協
同組合

896-
1101

鹿児島県薩
摩川内市里
町里3527-1

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
薩摩川内市上甑町中甑倉妻地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°49′35″　　E　129°51′12″
点イ　N　31°49′30″　　E　129°51′23″
点ウ  N　31°49′36″　　E　129°51′27″
点エ  N　31°49′42″　　E  129°51′16″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）２３６台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（１５，０７９㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

129

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
44号

甑島漁業協
同組合

896-
1101

鹿児島県薩
摩川内市里
町里3527-1

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
薩摩川内市上甑町桑の浦地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ，点カ，点　キ，点ク，点ケ及び点アを順次に直線で結んだ線に
よって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°50′28″　E　129°50′16″
点イ　N　31°50′31″　E　129°50′25″
点ウ  N　31°50′47″　E　129°50′19″
点エ  N　31°50′59″　E　129°50′19″　
点オ  N　31°51′02″　E　129°50′19″
点カ  N　31°51′02.5″E　129°50′15″
点キ  N　31°50′59″　E　129°50′14.5″
点ク  N　31°50′59″　E　129°50′10″
点ケ  N　31°50′45″　E　129°50′09″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）５３９台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（３４，４６５㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

130

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
49号

鹿児島県漁
業協同組合

892-
0835

鹿児島市城
南町37番地
2

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南さつま市笠沙町片浦野間池地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°25′13″　　E　130°08′14″
点イ　N　31°25′15″　　E　130°08′15″
点ウ  N　31°25′18″　　E　130°08′15″
点エ  N　31°25′18″　　E　130°08′12″
点オ  N　31°25′17″　　E  130°08′10″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）２６台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

131

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
50号

鹿児島県漁
業協同組合

892-
0835

鹿児島市城
南町37番地
2

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南さつま市笠沙町片浦野間池地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ，点カ，点キ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた
区域

　点の位置
点ア　N　31°25′11″　　E　130°07′59″
点イ　N　31°25′09″　　E　130°08′03″
点ウ  N　31°25′11″　　E　130°08′09″
点エ  N　31°25′13″　　E  130°08′14″
点オ  N　31°25′17″　　E  130°08′10″
点カ  N　31°25′14″　　E  130°08′06″
点キ  N　31°25′15″　　E  130°08′02″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）６０台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（３，８０６㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

日清丸紅飼料
（株）

〒103-0022
東京都中央区日
本橋室町四丁目
5番1号さくら室
町ビル

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

132

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
54号

鹿児島県漁
業協同組合

892-
0835

鹿児島市城
南町37番地
2

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南さつま市坊津町久志浦地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°18′32″　　E　130°13′12″
点イ　N　31°18′25″　　E　130°13′12″
点ウ  N　31°18′25″　　E　130°13′04″
点エ  N　31°19′32″　　E  130°13′04″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）５０台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生け簀の形状，
規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

133

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
56号

坊泊漁業協
同組合

898-
0101

鹿児島県南
さつま市坊
津町坊
5601-4

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南さつま市丸木崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°16′53″　　E　130°13′08″
点イ　N　31°16′49″　　E　130°13′08″
点ウ  N　31°16′49″　　E　130°12′57″
点エ  N　31°16′53″　　E  130°12′57″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１９５台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（１２，４３２㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

134

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
57号

坊泊漁業協
同組合

898-
0101

鹿児島県南
さつま市坊
津町坊
5601-4

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
南さつま市坊津町泊峰ヶ先地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°16′38″　　　E　130°13′10″
点イ　N　31°16′43″　　　E　130°13′10″
点ウ  N　31°16′41.5″　　E　130°13′18″
点エ  N　31°16′36.5″　　E  130°13′18″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）３０台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

135

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
62号

指宿漁業協
同組合

891-
0405

鹿児島県指
宿市湊四丁
目13番27号

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
指宿市知林島地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°17′49″　　E　130°38′45″
点イ　N　31°17′44″　　E　130°39′22″
点ウ  N　31°17′28″　　E　130°39′19″
点エ  N　31°17′33″　　E  130°38′42″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１１１台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

136

鹿
児
島
県

鹿特区魚第
63号

喜入町漁業
協同組合

891-
0203

鹿児島県鹿
児島市喜入
町7010-5

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
鹿児島市喜入生見町米倉地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　31°19′56″　　E　130°35′14″
点イ　N　31°19′49″　　E　130°35′05″
点ウ  N　31°19′57″　　E　130°34′57″
点エ  N　31°20′03″　　E  130°35′06″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）７２台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（４，５４６㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

137

鹿
児
島
県

大特区魚第
１号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村枝手久島生間長浜地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°17′05″　　E　129°12′49″
点イ　N　28°16′53″　　E　129°12′48″
点ウ  N　28°16′54″　　E　129°12′41″
点エ  N　28°17′06″　　E  129°12′42″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１６１台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（１０，３２３㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

日本マグロ資源
研究所（株）

〒894-3521

鹿児島県大島郡
宇検村名柄1371
番地

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

138

鹿
児
島
県

大特区魚第
２号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村枝手久島生間赤崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°16′59″　　E　129°13′16″
点イ　N　28°16′52″　　E　129°13′15″
点ウ  N　28°16′55″　　E　129°13′50″
点エ  N　28°17′02″　　E  129°13′51″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）２８７台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（１８，３１２㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

日本マグロ資源
研究所（株）

〒894-3521

鹿児島県大島郡
宇検村名柄1371
番地

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

139

鹿
児
島
県

大特区魚第
３号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村生勝地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°17′00″　　E　129°13′42″
点イ　N　28°16′54″　　E　129°13′39″
点ウ  N　28°16′36″　　E　129°14′25″
点エ  N　28°16′42″　　E  129°14′28″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）４７８台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（３０，５６２㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

140

鹿
児
島
県

大特区魚第
４号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村金崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°16′40″　　E　129°14′32″
点イ　N　28°16′35″　　E　129°14′29″
点ウ  N　28°16′24.5″　E　129°14′48″
点エ  N　28°16′29.5″　E  129°14′51″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀(８メー
トル×８メートル　正方形) 221台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

141

鹿
児
島
県

大特区魚第
５号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村イジン崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ，点カ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°16′25″　　E　129°15′06″
点イ　N　28°16′18″　　E　129°15′05″
点ウ  N　28°16′12″　　E　129°15′35″
点エ  N　28°16′16″　　E　129°15′44″
点オ  N　28°16′21″　　E　129°15′41″
点カ  N　28°16′18″　　E  129°15′35″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）２６１台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（１６，６９３㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

142

鹿
児
島
県

大特区魚第
６号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村イジン崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ，点カ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　　点の位置
点ア　N　28°16′25″　　E　129°15′06″
点イ　N　28°16′18″　　E　129°15′05″
点ウ  N　28°16′12″　　E　129°15′35″
点エ  N　28°16′16″　　E　129°15′44″
点オ  N　28°16′21″　　E　129°15′41″
点カ  N　28°16′18″　　E  129°15′35″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）８４台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）拓洋 〒862-0911

熊本県熊本市東
区健軍1丁目35-
11

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

143

鹿
児
島
県

大特区魚第
７号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村名柄長崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°15′58″　　E　129°15′13″
点イ　N　28°15′37″　　E　129°15′02″
点ウ  N　28°15′40″　　E　129°14′56″
点エ  N　28°16′01″　　E  129°15′08″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１２３台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（７，８８０㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

日本マグロ資源
研究所（株）

〒894-3521

鹿児島県大島郡
宇検村名柄1371
番地

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

144

鹿
児
島
県

大特区魚第
８号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村名柄長崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°15′58″　　E　129°15′13″
点イ　N　28°15′37″　　E　129°15′02″
点ウ  N　28°15′40″　　E　129°14′56″
点エ  N　28°16′01″　　E  129°15′08″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）６７台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

日本マグロ資源
研究所（株）

〒894-3521

鹿児島県大島郡
宇検村名柄1371
番地

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

145

鹿
児
島
県

大特区魚第
９号

宇検村漁業
協同組合

894-
3303

鹿児島県大
島郡宇検村
田検白浜
1319-8

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡宇検村名柄長崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°15′58″　　E　129°15′13″
点イ　N　28°15′37″　　E　129°15′02″
点ウ  N　28°15′40″　　E　129°14′56″
点エ  N　28°16′01″　　E  129°15′08″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）９８台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗の生産に用いるくろ
まぐろの親魚でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

日本マグロ資源
研究所（株）

〒894-3521

鹿児島県大島郡
宇検村名柄1371
番地

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

146

鹿
児
島
県

大特区魚第
11号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町花天地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°13′27″　　E　129°12′56″
点イ　N　28°13′27″　　E　129°13′02″
点ウ  N　28°13′26″　　E　129°13′02″
点エ  N　28°13′26″　　E  129°12′56″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１４台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生け簀の形状，
規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

(株)アーマリン
近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

147

鹿
児
島
県

大特区魚第
13号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町花天地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°13′26″　　E　129°12′52″
点イ　N　28°13′26″　　E　129°13′02″
点ウ　N　28°13′24″　　E　129°13′02″
点エ　N　28°13′24″　　E　129°12′52″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）６８台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生け簀の形状，
規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

(株)アーマリン
近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

148

鹿
児
島
県

大特区魚第
14号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町花天地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ，点カ，点キ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた
区域

　点の位置
点ア　N　28°13′24″　　E　129°12′52″
点イ　N　28°13′24″　　E　129°13′02″
点ウ　N　28°13′18″　　E　129°13′58″
点エ　N　28°13′20″　　E　129°12′51″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）８３台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生け簀の形状，
規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

(株)アーマリン
近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

149

鹿
児
島
県

大特区魚第
15号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町花天地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ，点オ，点カ，点キ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた
区域

　点の位置
点ア　N　28°13′24″　　E　129°12′52″
点イ　N　28°13′24″　　E　129°13′02″
点ウ　N　28°13′18″　　E　129°13′58″
点エ　N　28°13′20″　　E　129°12′51″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）８３台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗の生産に用いるくろ
まぐろの親魚でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

(株)アーマリン
近大

〒649-2211

和歌山県西牟婁
郡白浜町1番地
の5

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

150

鹿
児
島
県

大特区魚第
18号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町久慈オフケ，ナガサキ地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°13′28″　　E　129°15′27″
点イ　N　28°13′28″　　E　129°15′39″
点ウ  N　28°13′13″　　E　129°15′39″
点エ  N　28°13′13″　　E  129°15′27″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１１１台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（７，１０４㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

151

鹿
児
島
県

大特区魚第
20号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町篠川コバキン地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°12′43″　　E　129°15′42″
点イ　N　28°12′39″　　E　129°15′42″
点ウ  N　28°12′44″　　E　129°16′10″
点エ  N　28°12′49″　　E  129°16′09″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）２６７台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（１７，０８８㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

西南水産（株） 〒894-1851

鹿児島県大島郡
瀬戸内町久慈
139－2

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

152

鹿
児
島
県

大特区魚第
24号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町篠川湾深浦大浜地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°12′43″　　E　129°16′49″
点イ　N　28°12′51″　　E　129°16′44″
点ウ  N　28°12′40″　　E　129°16′21″
点エ  N　28°12′32″　　E  129°16′26″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）３９９台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（２５，６３６㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

153

鹿
児
島
県

大特区魚第
25号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町篠川湾深浦大浜地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°12′43″　　E　129°16′49″
点イ　N　28°12′51″　　E　129°16′44″
点ウ  N　28°12′40″　　E　129°16′21″
点エ  N　28°12′32″　　E  129°16′26″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，大特区魚
第19号と合わせて生簀（８メートル×８メートル　正方形）１２０台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

154

鹿
児
島
県

大特区魚第
26号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町篠川湾深浦大浜地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°12′43″　　E　129°16′49″
点イ　N　28°12′51″　　E　129°16′44″
点ウ  N　28°12′40″　　E　129°16′21″
点エ  N　28°12′32″　　E  129°16′26″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）５４台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生簀の形状，規
格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗の生産に用いるくろ
まぐろの親魚でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

155

鹿
児
島
県

大特区魚第
29号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町久根津崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°10′34″　　E　129°17′11″
点イ　N　28°10′25″　　E　129°17′04″
点ウ  N　28°10′21″　　E　129°17′11″
点エ  N　28°10′29″　　E  129°17′18″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１４７台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生け簀の形状，
規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗に用いるくろまぐろ
親魚でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え



整理番号 免許番号 漁業種類
及び名称

漁業時期 漁場の位置及び区域 制限又は条件 免許日 名称 住所

名称 〒番号 住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くろまぐろ養殖場及びくろまぐろ養殖業者一覧（公表用）　 令和５年１２月現在

くろまぐろ養殖場 くろまぐろ養殖業者

備考府
県

漁業権者の名称及び住所 存続期間

156

鹿
児
島
県

大特区魚第
30号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ小割式
養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町クマチキヨ崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°10′17″　　E　129°17′11″
点イ　N　28°10′27″　　E　129°17′02″
点ウ  N　28°10′18″　　E　129°16′52″
点エ  N　28°10′08″　　E  129°17′01″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）３９６台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積（２５，３４４㎡）を超えない範囲内で，生
簀の形状，規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

157

鹿
児
島
県

大特区魚第
31号

瀬戸内漁業
協同組合

894-
1506

鹿児島県大
島郡瀬戸内
町古仁屋船
津38

第1種区画
漁業　くろま
ぐろ（人工
種苗）小割
式養殖業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大島郡瀬戸内町クマチキヨ崎地先
漁場の区域
点ア，点イ，点ウ，点エ及び点アを順次に直線で結んだ線によって囲まれた区域

　点の位置
点ア　N　28°10′08″　　E　129°17′01″
点イ　N　28°10′18″　　E　129°16′52″
点ウ  N　28°10′15″　　E　129°16′46″
点エ  N　28°10′04″　　E  129°16′56″

（１）当該漁業権に係る漁場の区域において設置する養殖の用に供する施設は，生簀（８メー
トル×８メートル　正方形）１８０台とする。
　ただし，生簀の総面積が上記生簀台数の換算面積を超えない範囲内で，生け簀の形状，
規格，又は台数を変更することは差し支えない。
（２）当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は，人工種苗でなくてはならない。
（３）漁具群の外角に電灯その他の照明による漁具標識を設置しなければならない。

令和5年
9月1日

令和5年
9月1日

～ 令和10年
8月31日

（株）マルハニチ
ロＡＱＵＡ

〒891-1401

鹿児島市黒神町
2587番地43

令和5年
9月1日
漁業権一斉
切替え

158
沖
縄
県

特区第62号 羽地漁業協
同組合

905-
1144

沖縄県名護
市字仲尾次
510番地の
７

第１種特定
区画漁業
クロマグロ
小割式養殖
業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
大宜味村字津波地先
漁場の区域
イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
点イ　緯度 26度40.871分　経度128度 3.262分
点ロ　緯度 26度40.657分　経度128度 2.991分
点ハ　緯度 26度39.843分　経度128度 3.786分
点ニ　緯度 26度40.057分　経度128度 4.058分

標識を設置しなければならない。
錨地及び船舶交通がふくそうする水域においては、営んではならない。
当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和５年
９月１日

平成５年
９月１日

～ 平成１０年
８月31日

(株)ヤンバル琉
宮水産

〒905-1311

沖縄県国頭郡大
宜味村字塩屋
736番地

令和５年
9月1日
漁業権一斉
切替え

159
沖
縄
県

特区第64号 羽地漁業協
同組合

905-
1144

沖縄県名護
市字仲尾次
510番地の
７

第１種特定
区画漁業
クロマグロ
小割式養殖
業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
名護市字源河地先
漁場の区域
イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
点イ　緯度 26度39.642分　　経度128度 2.963分
点ロ　緯度 26度40.112分　　経度128度 3.263分
点ハ　緯度 26度39.843分　　経度128度 3.786分
点ニ　緯度 26度39.373分　　経度128度 3.486分

標識を設置しなければならない。
錨地及び船舶交通がふくそうする水域においては、営んではならない。
当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、人工種苗でなくてはならない。

令和５年
９月１日

平成５年
９月１日

～ 平成１０年
８月31日

(株)ツナドリーム
沖縄

〒905-1635

沖縄県名護市字
済井出131番地1

令和５年
9月1日
漁業権一斉
切替え

160
沖
縄
県

特区第100号 本部漁業協
同組合

905-
0213

沖縄県本部
町谷茶28

第一種特定
区画漁業
クロマグロ
小割式養殖
業

１月１日
～
12月31日

漁場の位置
本部町字大浜地先
漁場の区域
イ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ線によって囲まれた区域
点イ　緯度 26度39.985分　経度127度52.550分
点ロ　緯度 26度40.386分　経度127度52.834分
点ハ　緯度 26度40.005分　経度127度53.000分
点ニ　緯度 26度39.930分　経度127度52.842分
点ホ　緯度 26度39.927分　経度127度52.686分

標識を設置しなければならない。
錨地及び船舶交通がふくそうする水域内においては、営んではならない。
生け簀の形状、規格及び台数は下記のとおりとする。ただし、生け簀の総面積が現有面積
30,072㎡を超えない範囲で生け簀の形状、規格、または台数を変更することは差し支えな
い。
(1) 縦90ｍ、横60ｍ、深さ20ｍの生け簀　２台
(2) 縦80ｍ、横40ｍ、深さ20ｍの生け簀　１台
(3) 縦60ｍ、横60ｍ、深さ20ｍの生け簀　３台
(4) 一辺22.5ｍ、深さ20ｍの正八角形の生け簀　１台
(5) 直径60ｍ、深さ20ｍの円形の生け簀　１台

令和５年
９月１日

平成５年
９月１日

～ 平成１０年
８月31日

(有)日本鮪養殖 〒104-0055

東京都中央区豊
海町4番5号豊海
振興ビル4階

令和５年
9月1日
漁業権一斉
切替え
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